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平成 29年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業） 

総括研究報告書 

 

外因死の背景要因とその遺族への心のケアに関する研究 

 

研究代表者 川野 健治  立命館大学 総合心理学部 教授 

 

研究要旨： 

【目的】本研究は、少子高齢化の進むわが国において健康寿命の延伸を図るため、外因死の身体

的・精神的・社会的背景要因を明らかにして、それらに対応した施策を講じる基盤を整備するこ

とおよび、政策提言を行うものである。 

【方法】三次救急医療施設を対象に半構造化インタビューを実施し、東京都監察医務院が検案を

実施した死亡者の遺族との面談記録を分析した。これらの情報を材料として、救命救急センター

看護師グリーフワーク従事者、デザイナー、学生の複合グループによるワークショップ形式で資

料開発を行った（川野班）。川崎市多摩区の川崎市医師会会員の神奈川県警協力医による平成 24

年から 28年までの死体検案のうちの自殺事例の分析をもとに、自殺の心理学的剖検の実施可能性

を検討した。またそれを遺族支援につなぐ可能性を検討した（竹島班）。平成 26 年 6 月より東京

都監察医務院との連携により収集された、東京都 23 区内で発生した女性の自殺既遂者 14 例に関

して、個々の事例をライフチャートにもとづいて再検討するとあらかじめ質的な検討を念頭に置

いた新たな面接調査票を開発し、前方視的な情報収集をする計画を立てた（松本班）。東京都監察

医務院の検案調書のなかで特に外因死について検案記録を調査し，外因死の内訳とその問題点の

抽出と解析を行った（福永班）。【結果】三次救急医療施設及び東京都監察医務院のデータから、

外因死遺族への支援の必要性、有用性が確認された。これに基づき、研修等で利用可能な遺族支

援パンフレット案が作成され、要点が示された。死体検案書及び変死事案概要からは、自殺の手

段、遺体の発見場所、第一発見者の情報はすべての事例について得られたものの、自殺の原因・

動機は 3 割近くが不明であった。自殺の背景となる精神保健的・社会的要因を検討するための情

報は不足していた。また、死体検案の後に、遺族ケアや遺族支援にかかる情報を警察署から家族

に提供し、これにあわせて自殺の心理学的剖検の協力依頼を行うことが考えられた。東京都監察

医務院より提供された既存事例の再検討から、女性の自殺既遂事例に関していくつかの臨床類型

として整理され、リプロダクティブ・ヘルスや、結婚や家事労働等におけるジェンダー役割と密

接に関わる女性の就労状況に関連した自殺のリスクおよび介入のポイントについて明らかにされ

た。平成 27年に東京都 23区内で発生したすべての異状死 13,425件のうち，病死以外の外因死及

び不詳の死は 4,252 件であり，当院以外で司法解剖等に付された例を除くと，その内訳は災害死

1,079件，自殺 1,638件，その他 1,131件であった．これらのうち，最も政策提言に有効な内容を

抽出し，(1) 薬毒物による自殺，不慮の事故死，(2) 妊産褥婦死亡，(3) 若年者の自殺，(4) 異状死

として取り扱われた生活困窮者の死因，(4) 防ぐことのできる死亡（熱中症，浴槽内死亡等）につ

いて，調査結果を監察医務院ホームページにその一部を公開した．  

【結論】外因死の背景要因とその遺族への心のケアについて、現状の把握と課題の整理が行われ

た。今後は外因死の身体的・精神的・社会的背景要因を明らかにして、それらに対応した施策を

講じる基盤整備および政策の実行し、その実施可能性の検討していく必要がある。 
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研究分担者 

竹島 正 国立精神・神経医療研究センター精

神保健研究所 客員研究員 

松本俊彦 国立精神・神経医療研究センター精

神保健研究所薬物依存研究部 

     部長 

福永龍繁 東京都監察医務院 院長 

 

Ａ．研究目的 

本研究は、少子高齢化の進むわが国において

健康寿命の延伸を図るため、外因死の身体的・

精神的・社会的背景要因を明らかにして、それ

らに対応した施策を講じる基盤を整備するこ

とおよび、政策提言を行うものである。平成

29 年度には、心のケアを含む遺族支援のあり

方について、三次救急医療施設での実態を明ら

かにすること、また、東京都監察医務院のデー

タをもちいて遺族のニーズ把握すること、さら

にこれらの結果を反映して、研修プログラム資

する資料を開発することを目的とした（川野

班）。また、川崎市多摩区を中心とした地域に

おける自殺の死体検案書及び変死事案概要を

用いて、自殺の背景となる精神保健的・社会的

要因について探索的に検討し、監察医制度のな

い地域における心理学的剖検や遺族支援の実

施可能性を検討することを目的とした（竹島

班）。さらに、マクロ的な数量分析では不可視

化されてしまう自殺に至るまでのプロセスに

おける「危険因子」と「保護因子」の複雑な相

互作用と継時的推移のプロセスを具体的に明

らかにすることを目的とし、女性自殺事例の質

的分析を試みた（松本班）。そして、東京都 23

区における全ての異状死と取り扱う監察医務

院の検案結果に基づき外因死の検案結果に基

づき，その背景を解析することにより，精神保

健的・社会的要因を明らかにし，もって防ぐこ

とのできる死亡を防ぐ対策につなげ，遺族等の

支援に貢献することを目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

遺族への心のケアに関する研修プログラム

の開発では、三次救急医療施設を対象に半構造

化インタビューを実施し、東京都監察医務院が

検案を実施した死亡者の遺族との面談記録を

分析した。これらの情報を材料として、救命救

急センター看護師グリーフワーク従事者、デザ

イナー、学生の複合グループによるワークショ

ップ形式で資料開発を行った（川野班）。監察

医務機関がない地域における外因死の背景と

なる精神保健的・社会的要因の究明に関する研

究では、川崎市多摩区の川崎市医師会会員の神

奈川県警協力医による平成 24年から28年まで

の死体検案のうちの自殺事例の分析をもとに、

自殺の心理学的剖検の実施可能性を検討した。

またそれを遺族支援につなぐ可能性を検討し

た（竹島班）。監察医務機関のある地域におけ

る外因死要因および遺族支援ニーズの究明に

ついては、平成 26 年 6月より東京都監察医務

院との連携により収集された、東京都 23 区内

で発生した女性の自殺既遂者 14 例に関して、

個々の事例をライフチャートにもとづいて再

検討するとあらかじめ質的な検討を念頭に置

いた新たな面接調査票を開発し、前方視的な情

報収集をする計画を立てた（松本班）。自殺・

不慮の事故等の要因分析と遺族支援における

監察医務院の役割の提言では、東京都監察医務

院の検案調書のなかで特に外因死について検

案記録を調査し，外因死の内訳とその問題点の

抽出と解析を行った（福永班）。 

（倫理面への配慮） 

倫理面への配慮を要する調査を行う場合は、 

疫学研究に関する倫理指針を踏まえて実施す 

るものとし、必要に応じて研究分担者の所属 

する機関の倫理審査委員会の承認を得た。 

 

Ｃ．研究結果 

１）遺族への心のケアに関する研修プログラム

の開発 

三次救急医療施設及び東京都監察医務院の

データから、外因死遺族への支援の必要性、有

用性が確認された。これに基づき、研修等で利

用可能な遺族支援パンフレット案が作成され、

要点が示された。 

２）監察医務機関がない地域における外因死の
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背景となる精神保健的・社会的要因の究明に関

する研究 

死体検案書及び変死事案概要からは、自殺の

手段、遺体の発見場所、第一発見者の情報はす

べての事例について得られたものの、自殺の原

因・動機は 3割近くが不明であった。自殺の背

景となる精神保健的・社会的要因を検討するた

めの情報は不足していた。また、死体検案の後

に、遺族ケアや遺族支援にかかる情報を警察署

から家族に提供し、これにあわせて自殺の心理

学的剖検の協力依頼を行うことが考えられた。 

３）監察医務機関のある地域における外因死要

因および遺族支援ニーズの究明 

東京都監察医務院より提供された既存事例

の再検討から、女性の自殺既遂事例に関してい

くつかの臨床類型として整理され、リプロダク

ティブ・ヘルスや、結婚や家事労働等における

ジェンダー役割と密接に関わる女性の就労状

況に関連した自殺のリスクおよび介入のポイ

ントについて明らかにされた。 

４）自殺・不慮の事故等の要因分析と遺族支援

における観察医務院の役割の提言 

平成27年に東京都23区内で発生したすべて

の異状死 13,425 件のうち，病死以外の外因死

及び不詳の死は 4,252件であり，党員以外で司

法解剖等に房れた例を除くと，その内訳は災害

死 1,079件，自殺 1,638件，その他 1,131件で

あった．これらのうち，最も政策提言に有効な

内容を抽出し，(1) 薬毒物による自殺，不慮の

事故死，(2) 妊産褥婦死亡，(3) 若年者の自殺，

(4) 異状死として取り扱われた生活困窮者の

死因，(4) 防ぐことのできる死亡（熱中症，浴

槽内死亡等）について，調査結果を監察医務院

ホームページにその一部を公開した． 

 

Ｄ．考察 

遺族への心のケアに関する研修プログラム

の開発については、先行して取り組んでいる複

数の三次救急医療施設の実態と課題を把握し、

東京都監察医務院の遺族面談記録からその有

効性を確認することができた。やはりスタッフ

らの研修の機会が求められており、作成した遺

族支援のためのリーフレット案を生かした研

修プログラムも作成も求められる。東京都観察

医務院の存在は、本研究の各分担班の研究に不

可欠であったが、そのことはさらに、外因死の

背景要因を把握し、国民の健康寿命の延伸のた

めに観察医務機関が果たす重要性を示唆する

ものともいえる。観察医務機関のない地域では

自殺の実態を把握する上での困難が明確であ

った。他方で、本研究でとりあげた女性の自殺

既遂事例など、検討が必要な外因死の課題は多

く、観察医務機関がある場合には、その有効性

をどのように研究と実践に結び付けていくこ

とができるのか、引き続き検討が必要といえる。 

Ｅ．結論 

遺族への心のケアに関する研修プログラム

の開発、監察医務機関がない地域における外因

死の背景となる精神保健的・社会的要因の究明

に関する研究、監察医務機関のある地域におけ

る外因死要因および遺族支援ニーズの究明、自

殺・不慮の事故等の要因分析と遺族支援におけ

る監察医務院の役割の提言の４つの分担研究

をとおして、外因死の背景要因とその遺族への

心のケアについて、現状の把握と課題の整理が

行われた。それらに対応した施策を講じる基盤

整備および政策への提言を積極的に行ってい

くことが重要である。また、課題として残され

た部分を明らかにし、我が国の健康寿命の延伸

に寄与することが求められる。関連して、観察

医務機関の重要性が確認され、今後もそのデー

タ等を活用し研究を進めることが期待される。 

 

Ｆ．健康危険情報 

なし。 
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平成 29年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業（精神障害分野）） 

外因死の背景要因とその遺族への心のケアに関する研究 

分担研究報告書 

遺族への心のケアに関する研修プログラムの開発 

 

研究分担者 川野 健治  （立命館大学） 

研究協力者 池田 俊一郎 （関西医科大学) 

 伊東 千絵子 （奈良県精神保健福祉センター) 

 大岡 由佳  （武庫川女子大学) 

 川島 大輔  （中京大学) 

 川本 静香  （立命館大学) 

 坂口 幸弘  （関西学院大学) 

 瀬藤 乃理子 （甲南女子大学) 

 中島 聡美  （福島県立医科大学) 

 福永 龍繁  (東京都監察医務院) 

 本屋敷 美奈 （大阪府こころの健康総合センター) 

 村上 典子  (神戸赤十字病院) 

 

研究要旨： 

【目的】外因死遺族支援のあり方について検討した。まず、三次救急医療施設での遺族支援の実

態を明らかにする。また、東京都監察医務院のデータをもちいて遺族のニーズ把握を行う。これ

らの結果を反映して、研修プログラム資する資料を開発することを目的とした。 

【方法】調査は三次救急医療施設 4 施設の各救急医療部門の管理職者 4 名を対象に半構造化イン

タビューを実施した。また、東京都監察医務院が検案を実施した死亡者のうち，2016 年 

1 月 19 日から 2017 年 7 月 22 日の期間に面談した遺族との面談記録 87 件のデータをもとに，

東京都監察医務院長が個人情報を削除したデータファイルを作成した。これらの情報を材料とし

て、救命救急センター看護師グリーフワーク従事者、デザイナー、学生の複合グループによるワ

ークショップ形式で資料開発を行った。 

【結果および考察】三次救急医療施設で実施する相談支援での遺族の相談内容は、患者の死因や

治療内容、死に至るまでの状況や様子といった「患者の死に関する情報」の提供を求める内容や

死別後の悲しい気持ちなどの感情への対処方法、悲しい気持ちを聞いてほしいといった「情緒的

な反応」に関する内容、死別後の経済的問題や家族間の役割変化に伴う「日常生活の問題」に関

する内容、不眠や抑うつ気分といった「身体症状」に関する相談、他の家族成員の情緒的反応へ

の対応方法や治療の必要といった「他の家族成員への対応」に関する内容であった。東京都観察

医務院の面談では死因や用語の説明を求めることが多い一方で，最期の様子について尋ねること

はそれほど多くないことが示唆された。また聞きたかった理由について，気持ちの整理によるも

のは，全体の半数ほどあった。他方で，保険金や労災・裁判によるものはあわせて全体の 1/4 に

とどまった。また，その死が避けられたどうかが話題になったのは全体の 1/4 であった。遺族の

状況については，8 割の遺族は自分自身を責めてはいなかったが，他者への怒りや不信，不満が

あった遺族は 1/4 にのぼった。納得していた面談者は全体の 7 割以上と高かったが，納得してい

ないものも 1 割程度存在していた。ワークショップ形式でリーフレットを作成する過程の中で、

遺族の心情をなぐさめる（あるいは傷つけない）ことが考慮され、イラスト、色合い、フォント
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の使用が提案された。また、過剰な情報提供にならないために、アイコンの利用、配置、箇条書

きなどが提案された。また、具体的なペルソナの設定は、掲載する情報そのものの要不要の議論

にも反映された。最終的に提案された３つのリーフレット案は、共通性もありながら、多様な工

夫が反映されたものとなった。 

【結論】本調査から、面談等の支援は多くの遺族にとって有益であることが示された。救急医療

部門における外因死遺族支援の展開に求められる要件は、第一に対象を限定しない支援の枠組み、

第二は多職種での支援体制、第三に支援者への教育・サポート体制の整備と考えられる。今後は

研修等の機会整備とプログラムやツールのさらなる開発が必要である。 

 

Ａ．研究目的 

外因死の背景となる要因の詳細を明らかに

するためには、遺族や関係者に面接調査等を行

い、当事者の視点からの課題を明確にすること

が大切である。このような面接等を実施する場

合には、心のケアを含む遺族支援を並行して実

施するべきであろう。本分担研究では、外因死

の遺族支援のあり方について検討し、それに資

する研修プログラムを開発することを目的と

する。平成 28 年度には、外因死の中でもすで

に遺族支援について取り組みのある領域に係

る社会資源等の情報を収集し、また学際的に遺

族支援に関する知見を集約することで論点を

整理した。平成 29 年度には、心のケアを含む

遺族支援のあり方について、三次救急医療施設

での実態を明らかにすること、また、東京都監

察医務院のデータをもちいて遺族のニーズ把

握すること、さらにこれらの結果を反映して、

研修プログラム資する資料を開発することを

目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

三次救急医療施設 4施設の調査では、各救急

医療部門の管理職者 4 名を対象に半構造化イ

ンタビューを実施した。インタビューは 2017

年 11 月時点に救急医療部門で死亡した患者の

遺族への支援を実施する施設 3 施設と実施し

ていない施設 1 施設に所属する者を対象とし

た。外因死遺族支援を実施する施設の対象者に

は支援の展開までのプロセスと支援の現状、遺

族支援に取り組むまでの問題や障害について、

実施していない施設の対象者には遺族支援に

取り組むための問題や障害についてインタビ

ューガイドに沿った質問を行った。インタビュ

ー内容は対象者の同意を得たうえで IC レコー

ダーに録音、逐語録を作成し外因死遺族支援の

展開に求められる要件について分析を行った。 

他方、東京都監察医務院が検案を実施した死

亡者のうち，2016 年 1 月 19 日から 2017 年

7 月 22 日の期間に面談した遺族との面談記

録 87 件のデータをもとに，東京都監察医務院

長が個人情報を削除したデータファイル（二次

データ）を作成した。面談記録に不明な点があ

る場合は，死体検案書及び調査票等も適宜確認

した。その上で二次データファイルを研究者間

で共有し，カテゴリーの作成とコーディングを

実施した。二次データファイルにはこのほか，

担当監察医，面談日，死者生年月日，性別，年

齢，検案番号，剖検番号，死亡年月日，検案年

月日，死因，死種，面談者，面談方法について

の情報も含まれていた。 

資料開発のためのワークショップでは、参加

者は①救命救急センター看護師、②遺族支援グ

ループスタッフもしくはグリーフ研究者、③デ

ザイナー、④心理学専攻の学生、⑤デザイン専

攻の学生のいずれかであり、結果的に各 1名以

上が含まれる３つのグループが構成された。。

手順としては、（１）情報提供セッション 参加

者は、まずショートレクチャー（グリーフにつ

いて、支援者のニーズを知るための救命救急セ

ンター職員を対象とした聞き取り調査からわ

かったこと、および、遺族のニーズを知るため

の東京都監察医務院の遺族面談の分析からわ

かったこと）を受けた。（２）リーフレット作

成セッションでは、グループごとに、A病院で

実際に用いられている遺族支援リーフレット
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を題材として、ショートレクチャーの情報を反

映させた新しいリーフレットを作成すること

が求められた。この際、ショートレクチャーの

内容をコンパクトに反映したペルソナが 3 通

り示され、各グループはそのうち一つを想定し

て変更ポイントを議論するように教示を受け

た。グループメンバーの意見は、その場でデザ

イナーがリーフレットのデータに反映させた。

（３）発表セッション できあがった新リーフ

レットについて、プロジェクターで提示しなが

らの報告が行われた。面談をもとめた外因死遺

族のイメージを明確にするために、３つのペル

ソナが示された。 

（倫理面への配慮） 

「人を対象とする医学系研究に関する倫理指

針」を踏まえて研究を進めた。立命館大学およ

び関西学院大学の倫理審査委員会の承認を得

て、実施した。 

 

Ｃ．研究結果 

１．三次救急医療施設 4施設の調査では、対象

者の職種は医師 1名、看護師 3名であり、役職

は部長 1名、師長 1名、主任 2名であった。各

対象者の所属する施設の医療機能区分の類型

は特定機能病院が 1施設、地域医療支援病院が

3施設、各施設の救急医療部門はいずれも救急

外来、集中治療室、病棟の 3 部署で構成され、

病床数は 24～38 症、救急医療部門での年間死

亡症例数は 200～500人/年であった（表 1）。  

外因死遺族への支援を行う 3 施設の支援の

対象は、1施設が全ての院内死亡患者の遺族を

対象とし、その他の 2施設は救急外来死亡患者

の遺族を対象としていた。支援の実施部門は 2

施設が患者相談部門、1施設が救急部門であり、

各施設が実施する支援の内容はいずれも遺族

への相談支援であった。支援の方法は患者死亡

時に相談支援の案内状を遺族へ配布、死別後に

希望のあった遺族に対して実施するものであ

った。また、2施設においては自施設での相談

支援に加え、行政が実施する相談支援窓口の紹

介を実施していた。各施設での相談支援の相談

窓口担当者はソーシャルワーカーもしくは看

護師であり、窓口担当者が遺族の心身の状態と

支援ニーズを評価、それに応じて窓口担当者も

しくは他の専門職者による支援を実施するも

のであった。具体的には、死別に伴う抑うつ症

状が強い遺族に対しては精神科医、死別後の生

活上の問題に関する相談はソーシャルワーカ

ーが担当するといったものであり、支援者の職

種は患者の担当医、精神科医、看護師、臨床心

理士、ソーシャルワーカーなど多職種であった。

そして、このような他職種での支援を展開する

ため、各支援部門と診療部門、医療相談部門等

の他部門とが連携を図っていた。 

2．東京都観察医務院の面談データでは、デモ

グラフィック変数の記述統計量 87 名のうち

6 名が再面談を行った。故人の性別は男性 60 

名，女性 27 名であった。故人の平均年齢 51.77 

歳（SD = 23.15, range 0〜94）であった。死亡

日から面談までの日数について 1 件のみ約 33 

年前と，他と大きく外れた値を示したため，以

降ではこの 1 件を除外して分析を行った（平

均日数 = 159.19, SD = 208.26, range 5〜1131）。

死因について，外因死に該当するもの（例えば，

多発性外傷，縊死，覚せい剤中毒，溺死など）

が 33 件（37.9%），外因死以外の死因によるも

の（例えば，虚血性心疾患や肺炎など）が 54 

件（62.1%）であった。各面談における被面談者

数については，1 名が 61 件，2 名が 22 件，

3 名以上が 4 件であった（平均 1.35 名，SD 

= .61）。被面談者の続柄については，0 親等は

33 名，1 親等は 45 名，2 親等以上は 8 名で

あった。なお弁護士のみが来院していた 1 件

は分析から除外した。面談方法は，対面 76 件

(87.36%)，電話 11 件(12.64%)であった。遺族面

談内容について、（1）「遺族の聞きたかったこ

と」として，①原因（例えば，死因は何か。自

殺の動機は何かなど）については，該当ありが

80 名（92.0%），該当なしが 7 名（8.0%）であっ

た。②用語説明（例えば，心タンポナーデとは

何かなど）については，該当ありが 73 名

（83.9%），該当なしが 14 名（16.1%）であった。

③最期の様子（例えば，最期に苦しんだかどう

かなど）については，該当ありが 16 名（18.4%），
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該当なしが 69 名（79.3%），判断できないが 2 

名（2.3%）であった。また（2）「聞きたかった

理由」については，まず①保険金・労災・裁判

に係る理由については，保険金のためが 8 名

（9.2%），労災・裁判のためが 14 名（16.1%），

そして該当なしが 65 名（74.7%）であった。②

個人的理由については，自分の気持ちの整理の

ためが 44 名（50.6%），該当なしが 43 名（49.4%）

であった。さらに(3)「その死が避けられたかど

うか話題になったかどうか」について，話題に

なったのが 22 名（25.3%），話題にならなかっ

たのが 65 名（74.7%）であった。担当医が観察

した遺族の様子としては，(1)「自責感情」につ

いては，自分を責めていたのが 10名（11.5%），

責めていなかったのが 70 名（80.5%），判断で

きないのが 7 名（8.0%）であった。また(2)「他

者への怒り，不信，不満」については，あった

のが 22 名（25.3%），なかったのが 65 名（74.7%）

であった。そして(3)「納得」については，面談

了時に納得していたのが 63 名（72.4%），納得

していなかったのが 9 名（10.3%），そして判断

できないのが 15 名（17.2%）であった。なお期

間中に再面談した6 名（平均間隔は15.17 日）

の傾向についても検討したところ，初回で納得

していた割合（33.33%）が 2 度目で上昇（83.33%）

していた。 

3．外因死遺族支援の研修に死する資料開発 

ワークショップでは、外因死遺族支援リーフ

レットについて、以下のような留意点が話し合

われた。グループ１ 「やさしさのイメージを

重視したやわらかなフォントを使う」「読む方

に向けた言葉の選択(漢字をカタカタ、ひらが

なに変更など)する」「自然を連想させる表表紙

にする」「内面は木目にワンポイントになる葉

などを使用する」「読み進めるごとにグラデー

ションで変化をつける」「フォント、イラスト

ともに強すぎる色使いを避ける」。グループ２ 

「表面右は、ふとした瞬間にすぐに認識できる

よう言葉のみの構成」「表面中の相談窓口では、

対応する病院側の意向も含めて問い合わせを

載せる。視覚的にわかりやすいアイコンを使

う。」「表面左にリーフレットの利用方法、必要

性をわかりやすく伝えるため大きくフローチ

ャートを載せる。」「内面中では、対象者は多く

の文字を読める状態ではないと考え、アイコン

として認識できるデザインあるいはイラスト

が良い。悲観についての間違った知識を記載す

ることで対象者の心中の負担を減らしたい。」

「中面右に対象者へ気持ちを話すきっかけづ

くりを促し、そこから大切なことを伝えていけ

る順序で項目を記載」「具体的な写真を使用し

わかりやすいイメージに」。グループ３ 「手に

取ってもらうために、『大切な人をなくされた

方に』という多くのリーフレットで用いる表現

の代わりに手書きで対象者の名前を入れる欄

をつくる」「（味気ない）箇条書きより文章にす

る」「（ペルソナに）必要な情報に絞る」「巻き

三つ折りから外三つ折りに変更することで、適

切な情報提供になるように配慮する」 

考 察 

Ｄ．考察 

本調査から救急医療部門における外因死遺

族支援の展開に求められる要件についていく

つかの示唆を得た。第一に対象を限定しない支

援の枠組みである。本調査ではいずれの施設も

遺族のニーズに基づいて支援が提供される仕

組みをとり、部門あるいは施設で死亡した全て

の患者の遺族を対象に支援のニーズをもつ遺

族には平等に支援を提供するという施設方針

を掲げていた。救急医療部門においては患者の

死因は様々であるとともに、死因が不明である

ことも多い。また、遺族の不適応のリスクや支

援のニーズを事前に把握することは困難であ

る。そのため、外因死といった死因で支援を区

別することや特定の遺族を対象とした支援を

展開するのではなく、外因死遺族を含めた全て

の遺族を対象とした枠組みでの支援が求めら

れていた。しかし、これらはあくまで医療機関

に対して支援のニーズをもつ遺族に対する支

援である。本調査では行政による支援を紹介す

る施設もみられ、このような医療機関外に支援

を望む遺族への支援について考慮する必要も

あることが伺えた。第二は多職種での支援体制

である。各施設では支援を希望する遺族に対し
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遺族の心身の健康状態やニーズを評価し、評価

に基づく支援が展開されていた。このような評

価を行い個々の遺族に応じた支援を提供でき

るのは医療者という専門職と多職種が存在す

る医療機関ならではの支援であろう。しかし、

診療報酬の発生しない遺族支援において支援

のための資源が限られているのが各施設の実

情であり、遺族の支援のニーズが明確でないな

かニーズに応じた支援を提供するための体制

を整備することは容易ではなく、他部門と連携

し既存の資源を活用することが求められてい

た。本調査では各施設が医療相談部門という多

職種から構成される部門と連携しており、救急

医療部門における遺族支援では遺族のニーズ

に対応できる重要な資源となり得ることが伺

えた。第三に支援者への教育・サポート体制の

整備である。遺族の心身の健康状態やニーズの

評価に基づく支援において、その評価が出来る

知識や経験をもつ支援者は少なく、支援者に対

する教育が出来る者も少ないのが各施設の実

情であった。また、遺族への配慮や支援方法な

ど、遺族支援を実施する中で支援者が困難感を

生じることもり、支援者に対するサポートが求

められていた。このように人的な資源不足の解

消や支援の質の保証と向上に向けた、教育・サ

ポート体制が求められていた。 

また東京都監察医務院調査の結果から，被面

談者のうち，故人の死が外因死であった遺族は

4 割に満たないことが明らかになった。また死

因や用語の説明を求めることが多い一方で，最

期の様子について尋ねることはそれほど多く

ないことが示唆された。また聞きたかった理由

について，気持ちの整理によるものは，全体の

半数ほどあった。他方で，保険金や労災・裁判

によるものはあわせて全体の 1/4 にとどまっ

た。また，その死が避けられたどうかが話題に

なったのは全体の 1/4 であった。遺族の状況

については，8 割の遺族は自分自身を責めては

いなかったが，他者への怒りや不信，不満があ

った遺族は 1/4 にのぼった。納得していた面

談者は全体の 7 割以上と高かったが，納得し

ていないものも 1 割程度存在していた。この

点では、今後さらに調査分析を進めることが必

要であると考えられた。 

リーフレットを作成する過程の中で、遺族の

心情をなぐさめる（あるいは傷つけない）こと

が考慮され、イラスト、色合い、フォントの使

用が提案された。また、過剰な情報提供になら

ないために、アイコンの利用、配置、箇条書き

などが提案された。また、具体的なペルソナの

設定は、掲載する情報そのものの要不要の議論

にも反映された。最終的に提案された３つのリ

ーフレット案は、共通性もありながら、多様な

工夫が反映されたものとなった。対象を想定し

ながら試作を繰り返すデザインシンキングの

手法は、外因死遺族支援のような慎重な配慮が

必要な領域においても、支援者が要点を確認し

ながら具体的なツールを作成することができ

る点で、有効な取り組みと考えられた。 

 

Ｅ．結論 

本調査から、面談等の支援は多くの遺族にと

って有益であることが示された。救急医療部門

における外因死遺族支援の展開に求められる

要件は、第一に対象を限定しない支援の枠組み、

第二は多職種での支援体制、第三に支援者への

教育・サポート体制の整備と考えられる。今後

は研修等の機会整備とプログラムやツールの

さらなる開発が必要である。これらを整備する

ことで、心理学的剖検等の外因死の背景要因を

探る研究の実施可能性が高まる。 

 

Ｆ．健康危険情報  

なし 

 

Ｇ．研究発表 

１．論文発表  

なし 

２．学会発表  

１）川島大輔・坂口幸弘・福永龍繁・川野健治 

外因死の遺族支援に向けたアクションリサー

チ（1）東京都監察医務院に面談を求めた遺族

の実態とニーズ 日本心理学会第 82 回大会，

仙台，2018． 
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２）川野健治・伊東由康・大岡由佳・河上友信・

齋藤絢子 外因死の遺族支援に向けたアクシ

ョンリサーチ（２）外因死遺族ケアのためのリ

ーフレット作成，日本心理学会第 82 回大会，

仙台，2018． 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況  

なし 
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平成 29年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業（精神障害分野）） 

外因死の背景要因とその遺族への心のケアに関する研究 

分担研究 

監察医務機関のない地域における外因死の背景となる 

精神保健的・社会的要因の究明に関する研究 

分担研究報告書（１） 

監察医務機関のない地域における自殺の心理学的剖検の実施可能性の検討 

 

分担研究者：竹島正（国立精神・神経医療研究センター/川崎市精神保健福祉センター） 

研究協力者：高井美智子（埼玉医科大学病院）、山内貴史（慈恵医科大学）、岡野敏明（岡野

内科医院）、福永龍繁（東京都監察医務院）、井原一成（東邦大学医学部）、鈴木雅子（十文

字学園女子大学）、杉山春（ルポライター）、植木美津枝（川崎市精神保健福祉センター）、

津田多佳子（川崎市精神保健福祉センター）、張賢徳（帝京大学医学部附属溝口病院） 

 

研究要旨：【目的】川崎市多摩区を中心とした地域における自殺の死体検案書及び変死事

案概要を用いて、自殺の背景となる精神保健的・社会的要因について探索的に検討し、監察

医制度のない地域における心理学的剖検や遺族支援の実施可能性を検討することを目的と

した。【方法】川崎市多摩区の川崎市医師会会員の神奈川県警協力医 1名による平成 24年 4

月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までの死体検案のうちの自殺事例の分析をもとに、自殺の

心理学的剖検の実施可能性を検討した。またそれを遺族支援につなぐ可能性を検討した。

【結果及び考察】死体検案書及び変死事案概要からは、自殺の手段、遺体の発見場所、第一

発見者の情報はすべての事例について得られたものの、自殺の原因・動機は 3割近くが不明

であった。また、精神疾患、身体疾患や自殺企図の既往も不明がそれぞれ 40.3％、48.3％、

68.1％を占め、自殺の背景となる精神保健的・社会的要因を検討するための情報は不足して

いた。また、自殺の第一発見者の約半数（45.8％）は家族であり、遺体を目撃することによ

って大きな衝撃を受け、さらに死後のさまざまな対応を行わなければならない。このことか

ら、死体検案の後に、遺族ケアや遺族支援にかかる情報を警察署から家族に提供し、これに

あわせて自殺の心理学的剖検の協力依頼を行うことが考えられた。本研究の研究会におい

て、自殺として報告される事例の範囲が時代によって変化している可能性があるという指

摘があり、日本法医学会の死因究明医療センター構想を参考に、自治体レベルでの死因究明

体制の構築の検討を進めるべきと考えられた。【結論】監察医務機関のない地域における外

因死の背景となる精神保健的・社会的要因の究明の一環として、監察医制度のない地域にお

ける自殺の心理学的剖検の実施可能性の検討を行った。既存の取組を有効に活用すること

で、自殺の心理学的剖検は実施可能であり、公衆衛生の発展にも寄与すると考えられるため、

そのフィージビリティスタディに取り組むことが望まれる。 
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A目的 

川崎市多摩区を中心とした地域における

自殺の死体検案書及び変死事案概要を用い

て、自殺の背景となる精神保健的・社会的要

因について探索的に検討し、監察医制度の

ない地域における心理学的剖検や遺族支援

の実施可能性を検討することを目的とした。 

 

B方法 

川崎市多摩区の川崎市医師会会員の神奈

川県警協力医 1 名（以下、多摩区医師とい

う）による平成 24 年 4 月 1 日から平成 28

年 3月 31日までの間の死体検案書及び変死

事案概要の情報を用いた後方視的ケースシ

リーズ分析である。 

はじめに、この地域における自殺事例の

うち、多摩区医師の行った死体検案のうち

の自殺事例の占める割合を調べた。 

次に、死体検案の結果、自殺であった 72

人について、多摩区医師に、死体検案書及び

変死事案概要から読み取れる範囲で、死亡

時の年齢、性別、居住地区、職業、精神科受

診歴、身体科受診歴、自殺未遂歴、自殺の手

段、自殺の原因・動機、自殺の判断材料、救

急搬送の有無、通報者・第一発見者、自殺の

発生地区、自殺の発生場所についてデータ

化し、分析した資料の提供を受けた。 

最後に、その分析結果等をもとに、自殺の

心理学的剖検の実施可能性を検討した。ま

たそれを遺族支援につなぐ可能性を検討し

た。 

（倫理面への配慮） 

 本研究においては、個人情報を直接扱っ

ていない。 

  

C結果 

１．川崎市多摩区における自殺と検案事例

の比較 

 警察統計による川崎市における自殺者数

は、平成 24年以降減少傾向にあり、平成 24

年から 28年の 5年間合計で 1,065人であっ

た。このうち多摩区は 139 人（13.1％）で

あった。多摩区医師の検案したのは 72例で

あり、そのほとんどが多摩区を住所地とし

ていることから、多摩区に発生した自殺の

ほぼ半数の死体検案を行ったことになる。 

２．検案事例の分析 

１）性別、年齢階級別の自殺者数（図 1） 

 男性 51人（70.8％）、女性 21人（29.2％）、

平均年齢 49.0歳（SD19.1）であった。性別

では「10～19歳」を除くすべての年齢階級

で男性が多く、年齢階級別では「10～19歳」

と「80歳以上」が少ないほかは、ほぼすべ

ての年齢階級で 10人を超えていた。 

２）自殺の手段（図 2） 

 72 人に対して 73 件の回答があり、実人

数に対する割合は、手段別では、首吊り 53

人（73.6％）、飛び降り 6（8.3％）、飛び込

み 5人（6.9％）等であった。 

３）自殺の原因・動機（図 3） 

 72 人に対して 87 件の回答があり、実人

数に対する割合は、「健康問題」38 人

（52.8％）、「不明」20人（27.8％）、「経済・

生活問題」10人（13.9％）、「家庭問題」8人

（11.1％）、「勤務問題」5人（6.9％）等で

あった。このように 3 割近くの事例につい

ては、死体検案書及び変死事案概要の情報

からは推測することが困難であった。 

４）自殺の判断材料（図 4） 

 死体検案書及び変死事案概要の情報から、

遺書は、「あり」25人（34.7％）、「なし」22

人（30.6％）、「不明」25人（34.7％）であ
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った。SNS のメッセージは、「あり」29 人

（40.7％）、「なし」6 人（8.3％）、「不明」

37 人（51.4％）であった。生前の言動は、

「あり」29 人（40.7％）、「なし」20 人

（27.8％）、「不明」31人（43.1％）であっ

た。その他の判断材料は、「あり」4人（5.6％）、

「なし」29人（40.3％）、「不明」39人（54.2％）

であった。 

５）既往歴（図 5） 

 死体検案書及び変死事案概要の情報から、

精神疾患の既往歴は、「あり」29人（40.3％）、

「なし」14人（19.4％）、「不明」29人（40.2％）

であった。身体疾患の既往歴は、「あり」21

（29.2％）、「なし」16人（22.2％）、「不明」

35人（48.6％）であった。自殺企図の既往

歴は、「あり」9人（12.5％）、「なし」14人

（19.4％）、「不明」49人（68.1％）であっ

た。 

６）遺体の発見場所（図 6） 

 「自宅」40人（55.6％）、「その他」13人

（18.1％）、「公園」6人（8.3％）、「鉄道線

路」5人（6.9％）、「路上」5人（6.9％）の

順に多かった。「その他」は、寺社境内、学

校、海・河川、病院等であった。 

７）第一発見者・通報者（図 7） 

 「家族」33人（45.8％）、「通行人」19人

（26.4％）、「その他」11人（15.3％）等で

あった。「その他」は、鉄道職員、管理人、

清掃員、新聞配達員、介護ヘルパー、病院職

員、警備員等であった。 

８）病院への救急搬送の有無 

 72 人のうち、救急要請をしたのは 38 人

（52.8％）、しなかったのは 34人（47.2％）

であった。救急要請をした 38人のうち、19

人（50.0％）は搬送後に死亡確認、19 人

（50.0％）は不搬送であった。 

 

D考察 

本研究においては、監察医制度のない地

域での心理学的剖検の実施可能性や遺族支

援のあり方を検討することを目的として、

多摩区医師による平成 24年 4月 1日から平

成 28 年 3 月 31 日までの 4 年間の死体検案

書及び変死事案概要の情報を用いた後方視

的ケースシリーズ分析を行った。 

死体検案書及び変死事案概要の情報から

は、自殺の手段、遺体の発見場所、第一発見

者の情報は得られたものの、自殺の原因・動

機は 3 割近くが不明であった。また、精神

疾患、身体疾患や自殺企図の既往も不明が

それぞれ 40.3％、48.6％、68.1％を占め、

自殺の背景となる精神保健的・社会的要因

を検討するための情報は不足していた。こ

の理由としては、変死事案概要の書式が決

められていないことが大きいと考えられた。

警察の取り扱った自殺事例については、個

別に自殺統計原票に記載され、自殺統計に

まとめられるところであるが、自殺統計原

票を簡潔にした書式を整備し、それに簡潔

な定義を付した精神疾患、身体疾患や自殺

企図の既往歴の記載欄を設け、さらに自殺

の原因・動機の中に記載されている事柄の

うちの頻度の多いものを選択して回答でき

るようにすることで、不明は大きく減少す

ると考えられた。変死事案概要に関しては、

東京都監察医務院の死体検案において、東

京都 23 区の警察署との間で使用している

様式があることから、それを改編して利用

することも考えられる。東京都監察医務院

では、検案を依頼する警察署から「死体検案

通報書」として死者の身元関係から発見状

況にいたるまでの状況、「調査票」として、
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死者の生活状況から既往症、自殺動機、救急

の対応などに関する情報を提供して貰い、

検案時の資料としている。捜査権のない検

案医として、警察からの情報は必須である。

これに医学的な判断を加え、総合的に死因

や死亡の種類を決定することとなる（資料

参照）。 

さて、多摩区医師は、この地域で発生する

自殺のほぼ半数を検案しており、その半数

近くは家族が第一発見者・通報者であった。

家族は、遺体を目撃することによって大き

な衝撃を受けた上に、事件性の有無に関し

て捜査への協力を求められる。その一方で、

葬儀やさまざまな手続きや対応に迫られ、

今後の生活や相続の問題等にも直面する。 

死体検案に当たった多摩区医師が実際に

家族に会うことはまれであったが、すべて

の事例の家族は警察署と接点をもつことか

ら、遺族ケアや遺族支援にかかる情報を、警

察署を経て遺族に提供することが考えられ

る。自殺の場合、家族は「なぜ自ら逝ってし

まったのか」という疑問を持ち続けること

がある。自殺予防総合対策センターの心理

学的剖検１）からは、心理学的剖検の調査に

協力することが、遺族の疑問に答え、心理的

ケアにも役立つことが示唆されている。こ

のことから、死体検案の後に、遺族ケアや遺

族支援にかかる情報を警察署から家族に提

供し、これにあわせて自殺の心理学的剖検

の協力依頼を行うことが考えられた。本研

究を踏まえた、自殺の心理学的剖検の依頼

から面接調査に至る流れを図 8 にまとめた。 

なお、本研究の研究会において、自殺とし

て報告される事例の範囲が時代によって変

化している可能性や、自殺認定が生命保険

の支払額に影響することへの慎重論がある

のではないかという指摘があった。具体的

には、踏切をくぐって列車に向かって立ち

はだかった画像が記録されていたが、認知

症によるものとして自殺認定されなかった

事例や、マンションからの転落死が飲酒に

よるものとして自殺認定されなかった事例

が存在したことが報告された。そして、死因

究明には警察（事件性）と医学（公衆衛生）

のふたつの側面が必要であるが、監察医務

機関のない地域においては、警察による事

件性の捜査は行われるものの、医学の立場

からの死因究明は不十分になりがちである

という指摘があった。神奈川県においては、

警察取り扱い異状死のほとんどが、戦前か

ら内務省の嘱託医をしていた医師、監察医

資格を有する医師、法医学教室退職後の医

師らが開業する 4 カ所ほどの診療所におい

て神奈川方式２）の検案もしくは遺族負担に

よる承諾解剖が行われており、行政解剖な

らびに司法解剖は県内 4 大学病院がその職

を担ってきた。そして平成 26年に「警察等

が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に

関する法律」（死因身元調査法）による解剖

が始まり、公的な資金で解剖ができるよう

になった後も、死体解剖保存法 8 条による

遺族負担の解剖が行われている。川崎市の

死体検案においても神奈川方式が利用され

ているが、この仕組みは将来的にも持続性

が高いとは言えないし、公的なシステムで

はないので、検案統計はまとめられていな

い。自殺として報告される事例の範囲が時

代によって変化している可能性があるとい

う指摘は、自殺統計の信頼性にも関わるも

のであることから、医学的観点からもしっ

かり検討を進める必要がある。そのために

も、日本法医学会の死因究明医療センター
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構想３）を参考に、自治体レベルでの死因究

明体制の構築の検討を進めるべきと考えら

れた。 

 

E結論 

監察医務機関のない地域における外因死

の背景となる精神保健的・社会的要因の究

明の一環として、監察医制度のない地域に

おける自殺の心理学的剖検の実施可能性の

検討を行った。既存の取組を有効に活用す

ることで、自殺の心理学的剖検は実施可能

であり、公衆衛生の発展にも寄与すると考

えられるため、そのフィージビリティスタ

ディに取り組むことが望まれる。 

 

Ｆ 健康危険情報  
なし 
 

Ｇ．研究発表 

１．論文発表  

１）竹島正：自殺対策円卓会議．自殺予

防と危機介入．37（2）．18-22．2017 

２）竹島正、高井美智子、岸泰宏他：神

奈川県川崎市における自殺対策の取り組

み．救急医学 41（5）．552-558．2017 

３）竹島正：改正自殺対策基本法につい

て－その意義と課題－．精神科治療学 3

1（11）；1487－1492，2016． 

 

２．学会等発表  

なし  

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況  

なし 

 

Ｉ. 引用文献 

１）竹島正、高井美智子、松本俊彦他：自殺

の要因分析体制の確立に関する研究．平成

26年度厚生労働科学研究費補助金（障害者

対策総合研究事業）「自殺総合対策に関する

自殺の要因分析や支援方法等に関する研究」

（研究代表者 加我牧子）総括・分担研究報

告書．5-13．2015 

２）竹島正、井原一成、大塚俊弘他：監察

医務機関のない地域における外因死の背景

となる精神保健的・社会的要因の究明に関

する研究．平成28年度厚生労働科学研究費

補助金（障害者政策総合研究事業（精神障

害分野））「外因死の背景要因とその遺族

への心のケアに関する研究」（研究代表者

 川野健治）．10-21．2017 

３）日本法医学会「死因究明のあり方に関

する検討委員会・同WG」：日本型の死因究

明制度の構築を目指して－死因究明医療セ

ンター構想－．2009 
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平 成 年 月 日

幸東京都監察医務院長殿
画

死 体 検 案 通 報 書 （ ２ ３ 区 ）
警視庁○○警察署長

死亡の概要

生活>伏況
i後の
．経過状況

･発見状況
･傷害の手段
方法

他参考その
事項

●

＊柵内に収ま
らない場合
別 紙 に 記

し
て下さい。

○午後２時から翌午前８時３０分までの死体検案通報は、東京都監察医務院に警電E乳Ｘ送信すること(恥Ｘ番号9.7510.6293）
○交通事故の場合は、事故概要・当尋堵情報等・見取図も玉独Ｘすること○検案時、監察医に２部交付すること

平成２７年度改訂版

主治医、救急医による診断書作成
外因の概要
(外因死の
場合は必ず
記赦）
検視時の
死体所見

※３司法、４その他の解剖
の場合に記斌

外、因発生日時
場 所
場所の種別

手段・状況（成傷器、中毒物質など）
検視日時
直 腸 温
硬 直

死 斑
身 長

月 日 午 前 午 後 時 分 ～ 午 前 午 後 時 分
C    0/0    AM 0 : 0 ０測定

あご（）頚部（）肩（）肘（）手関節（）手指（）
股関節（）膝（）足関節（）足指（）緩解（全体・一部［］）
部 位 （ ） 色 調 （ ） 程 度 （ ） 消 槌 （ ）
ｃ、

医務院からの検案 １必要２不要(検案担当監察医： ）
月 日 （ 担 当 ： 大 学 ）

平 成 年 月 日 午 前 午 後 時 分 頃 （ 推 定 ）
東 京 都 区 丁 目 番 号
1 住居２工場及び建築現場３道路４その他（）

１可２否（検案必要理由： ）

頭 毛 Ｃ、

何を使って、何をしたか。どこから飛び降りた、飛び込んだ。

検視官臨場

現場気温

１ 有 （ ○ ○ 検 視 官 ） ２

V     0/0    AM 0 : ０ ０測定

通報警察署
検案年月日
取 扱 者

検案場所

警 視 庁 ○ ○ 警 察 署
平 成 年 月 日 （ 曜 日 ）

刑事組織犯罪対策課
警 部 補 ○ ○ ○ ○
( 警 電 一 ）
１ 警 察 署 ２ 病 院 ３ 自 宅 ４ 医 務 院 ５ そ の 他 （ ）
東 京 都 ○ ○ 区 電 話 （ ）

検
案
の
種
別

1通常検案
2持込検案
３司法解剖-上部欄外に国を明記
4その他の解剖→上部欄外に妙を明記
※３，４の場合は、最下段の項目を記赦。

死亡者 住 居

(フリガナ）
氏名・性別
生年月日
職 業
身元確認手段

生後３０日以内の死亡は出生の時刻
死亡日時
死亡場所

場所の
種 別
種 類
１生活状況（単身、年金・生活保護・会社員、身の回りのことはできる？）
２死亡前後の状況（どんな症状がいつから始まったのか？その後は？

日頃、どんな症状を訴えていた？）
３発見状況（発見の端緒は？どんな姿勢で、どこにいた？周囲の状況は？）
４傷害の手段（何を使って、何をした？どこにあった？入手方法は？）
５その他参考事項（救急搬送された病院でどんな検査をした？結果は？）

．

平成２７年月日午前午後時分（死亡確認）（推定）
東 京 報 Ｉ 区 丁 目 番 号

q

1病院２診療所３老人保健施設４助産所５老人ホーム６自宅７その
他 ※ １ ～ ５ の 場 合 は 施 設 の 名 称 （ - と - ）
1 病 死 ２ 外 因 死 （ ） ３ 不 詳

東 京 都 区 丁 目 番 号

フリガナ

名 、ク ー

m 男 女
明大昭平○年○月○日生（○歳）

顔貌．指紋・歯牙・ＤＮＡ・その他(       )    [確定．予定］
国籍（外国人の場合）

午 前 午 後 時 分

見　　　本



'１６．２，７６

警視庁○○警察署長
調 査 票一

ヂ

○検案時、監察医に１部交付すること
平成２７年度改訂版

C-Ｉ
死亡（受傷）直前の
状況、動作等

発見 : 伏況

Ｅ
自殺の
追加事項

Ｆ
飲酒・喫煙

救 急 医 療
の>伏況

c一Ⅱ申告者(端緒）
Ｄ発見の端緒・経緯
どうして気づいた？
Ｉ
動機

Ｉ
酒

救急隊現着
Ｇ 救 急 搬 送
１ あ り 弓

ｒ
ｌ
ｊ
く
-
し

２ な し 今

トイレで排便p、食t-'p、道を歩いていたら突然倒れた
ハチンコ1｢!;でエスカレーター昇降中など

l家庭問題２病苦
３社会的な問題４精神疾患
５その他及び不詳
ｌ飲まない２ときどき飲む
３ほぼ毎日飲む４不詳
(種類： 量 ： ／ 日 ）

平 成 年 月 日 午 前 午 後 時 分 救 急 隊 長
病 院 到 着
Ｈ病Ｉ院到着時
の心肺機能
検査内容
(行った検査に○）
医 師 所 見
社会死認定

誰が？妻が、長女か、隣人が、符雌人がなど
倒れる瞬間を見た、物瀞を聞いた、災典､.紡間がた実っていたたど

平 成 年 月 日 午 前 午 後 時 分 病 院
ｌ停止状態(CPA)
２機能あり

(医師名： ）
平 成 年 月 日 午 前 午 後 時 分

１採血２エコー３レントゲン４    CT
所見：（できるだけ写真やコピーをもらう）

Ⅱ
遺書

Ⅱ
タバコ

ｌ あ り ２ な し

ｌ吸わない
２ 吸 う ３ 不 詳
(銘柄： 堂：本／日）

救命措置後
の心拍再開

１あり
２なし

検案年月日

Ａ
生 活 環 境

Ｂ
健 康 状 態

平 成 年 月 日

家 族 構 成
死亡者の
住居の種類

生 活 状 況

通 I 院 状 況

詳 細
･病院名
･受診理由
･通院期間
･病名
･投薬内容

ｌ単身者２夫婦のみ（内縁含む）３その他複数家族（）４不詳
’一戸建て２３階以上の耐火集合住宅
３２階以下の低層集合住宅（木造を含む｡）４簡易宿泊所
５ 作 業 員 宿 泊 所 ６ 老 人 ホ ー ム ７ そ の 他 （ ） ８ 不 詳
１ホームレス２被生活保護３年金・預貯金生活者４家族の被扶養者
５ 給 与 所 得 者 ６ そ の 他 （ ） ７ 不 詳 ８ 自 営 業
１ 健 康 ２ 病 的 状 態 ・ 未 加 療 ５ 不 詳
３過去に加療・現在未加療４加療中→以下の詳細を記載
＊診療情報提供書の添付もしくは聴取内容を記赦
例)  H2I.3. 10～1127.6.2 ;:礎撫服術、崎iiilm-:、澗脂血症

アムロシヒン、ジャヌビーア、リヒトール

死亡者氏名 ○ ○ ○ ○ 読み仮名 ○○○○○○○

見　　　本



図1. 性別、年齢階級別の自殺者数

【性 別】
男性：51名
女性：21名

【年 齢】
平均年齢：49.0±19.1
中央値：46.5
最年長：93歳
最年少：14歳



図2. 自殺の手段（N=72；延べ73件）



図3. 自殺の動機・原因（N=72；延べ87件）



図4. 自殺の判断材料



図5. 自殺者の既往歴
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図6. 遺体発見場所



図7. 第一発見者・通報者



図8. 心理学的剖検調査の協力依頼から調
査面接の実施までの流れ

調
査
面
接
の
実
施

●調査面接に向けた連絡・

調整

●遺族からの相談への対応

●剖検調査のデータ管理

心理学的剖検
調査実施機関
相談窓口

調査に
協力

質問・相談
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調査に
同意
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しない

死因が「自殺」

と判断されたご
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状」を渡す。
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図
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平成 29年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業） 

「外因死の背景要因とその遺族への心のケアに関する研究」 

分担研究報告書 

東京都監察医務院との連携による外因死の精神保健的・社会的要因 

および遺族の支援ニーズに関する研究 

 

研究分担者 松本 俊彦  （(国研)国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所） 

研究協力者 菊池 美名子（(国研)国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所） 

            小高 真美  （上智大学グリーフケア研究所） 

      福永 龍繁 （東京都監察医務院） 

          引地 和歌子（東京都監察医務院） 

      鈴木 秀人 （東京都監察医務院） 

            川本 静香 （立命館グローバル・イノベーション研究機構） 

 

研究要旨： 

【目的】 

わが国の女性の自殺死亡率は国際的に見て極めて高い状態が続いているが、わが国では女性の自殺

の背景・特徴を明らかにするための研究は十分に行われていない。日本の女性の自殺実態とその精

神保健的・社会的背景と特徴を解明し、予防介入のポイントを明らかにすること、またそれに適し

た調査方法および調査項目を同定することは喫緊の課題である。そこで本年度は、従来の心理学的

剖検の手法ではサンプル数の制限から統計学的にその臨床的特徴を同定できなかった女性の自殺既

遂者に関して、質的な手法を用いて自死に至るプロセスにおける「危険因子」や「保護因子」の複

雑な相互影響と継時的推移に関する具体的検討を行った。 

【方法】 

1. 既存事例の検討：平成 26年 6月より東京都監察医務院との連携により収集された、東京都 23区

内で発生した女性の自殺既遂者 14 例に関して、個々の事例をライフチャートにもとづいて再検討

するとともに、2. 前方視的な心理学的剖検研究：あらかじめ質的な検討を念頭に置いた新たな面接

調査票を開発し、前方視的な情報収集をする計画を立てた。 

【結果および考察】 

1. 既存事例の検討：既存事例の再検討から、女性の自殺既遂事例に関していくつかの臨床類型とし

て整理されるとともに、不妊問題、妊娠、出産、子育てといったリプロダクティブ・ヘルスや、結

婚や家事労働等におけるジェンダー役割と密接に関わる女性の就労状況に関連した自殺のリスクお

よび介入のポイントについて明らかにされた。 

2. 前方視的な心理学的剖検研究：研究期間内に女性自殺既遂者の遺族より調査協力を得ることが

できず、今後の課題として残された。 

【結論】 

本研究では、従来の心理学的剖検研究では同定が難しかった女性自殺既遂事例における精神保健的・

社会的背景と特徴および予防介入のポイントについて、試行的検討が行われた。今後は、本研究で

得られた知見を基礎資料としつつ、(1) 前方視的な新たな心理学的剖検研究の実施、(2)女性を含め

た自殺の実態を解明するための量的調査に使用する質問票の開発、(3)自殺者の精神保健的・社会的

背景や特徴に応じた自死遺族支援のあり方について検討することが期待される。 
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Ａ．研究目的 

 

わが国の自殺者数は、平成 10年から平成 23年

まで連続して 3万人を超える状態が続いてきた。

このような背景から平成 18 年には自殺対策基本

法が公布・施行された。基本法に基づいて平成 19

年６月に策定された「自殺総合対策大綱」では、

「自殺を予防するための当面の重点施策」の項で、

「社会的要因を含む自殺の原因・背景、自殺に至

る経過、自殺直前の心理状態等を多角的に把握し、

自殺予防のための介入ポイント等を明確化するた

め、いわゆる『心理学的剖検』の手法を用いた遺

族等に対する面接調査等を継続的に実施する」と

して自殺の心理学的剖検調査の重要性が明記され

た。「自殺総合対策大綱」は平成 19年に一部改正

され、平成 24 年には全体的な見直しが行われた

が、自殺研究に特異な研究手法である心理学的剖

検の重要性について継続的に謳われていた。 

この大綱の意図を汲み、国立精神・神経医療研

究センター精神保健研究所自殺予防総合対策セン

ターでは、平成 19 年度から心理学的剖検の手法

を用いて、自殺既遂者の遺族を対象とした調査と

して「自殺予防と遺族支援のための基礎調査」（以

下、基礎調査）17)が実施されてきた。これらを通

じ、遺族と接触しえた自殺者に関して、精神医学

的要因、社会的要因、自殺に至るまでの縦断的経

過に依拠した、臨床類型および臨床類型ごとの自

殺予防における介入のポイントを明らかにし、支

援のあり方に関する知見が得られた。 

一方、これまで得られた知見は主に中高年男性

の自殺を想定したものであり、今後は、国際的に

見て極めて高い自殺死亡率を維持しているわが国

の女性の自殺 27)についても早急にその実態を把

握し今後の政策展開に資する研究を実施すること

が期待されていた。 

そうした中、26年度の基礎調査 7)では既存の心理

学的剖検手法を用いて女性の自殺の精神医学的・

心理社会的要因について検討された。また 27 年

度は、症例対照研究において性別によるサブグル

ープの分析が行われ 8)、女性の自殺についての研

究が着手されたことには大きな意義がある。しか

し他方で、同研究における女性サンプル数の制限

から統計学的に十分にその臨床的特徴を同定でき

ないという問題点があるばかりではなく、調査票

の項目に女性の自殺の実態を明らかにする上での

課題があることが示唆された。 

そこで、本研究班初年度である 28年度は、文献

的検討と識者からの情報収集の他、26年度および

27年度の基礎調査の報告書および調査方法・調査

項目について検討し、既存の調査項目では抽出し

得ない女性の自殺の精神保健的・社会的背景要因

と特徴について論点の整理を行なった。 

 今年度はそれに引き続き、マクロ的な数量分析

では不可視化されてしまう自殺に至るまでのプロ

セスにおける「危険因子」と「保護因子」の複雑

な相互作用と継時的推移のプロセスを具体的に明

らかにすることを目的とし、女性自殺事例の質的

分析を試みた。 

 

 

Ｂ．研究方法 

 

 研究方法として、1. 既存事例の検討：東京都監

察医務院との連携によりこれまでに収集された、

東京都 23区内で発生した女性の自殺既遂者 14例

に関して、個々の事例をライフチャートにもとづ

いて再検討するとともに、2.前方視的な心理学的

剖検研究：あらかじめ質的な検討を念頭に置いた

新たな面接調査を開発し、前方視的な情報収集を

実施する計画を立てた。 

 

1. 既存事例の検討 

 

(1) 対象 

 対象の自殺事例は、基礎調査において、国立精

神・神経医療研究センター精神保健研究所自殺予

防総合対策センター自殺実態分析室（以下、自殺

実態分析室）によって、平成 26 年 6 月から平成

28 年 11 月までに東京都監察医務院との連携によ

り収集された東京 23 区における女性自殺既遂事

例 14例である。 

 

(2) 調査方法 

 東京都 23 区内で発生したすべての異状死の検
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案を行っている東京都監察医務院において、監察

医が検案に立ち会った自殺者の遺族に研究への協

力依頼の冊子等を渡し、「協力してよい」、または、

「協力するかどうか検討する」という回答のあっ

た遺族に対して、調査面接の設定担当者より順次

コンタクトを取り、遺族が調査に耐えうる精神状

態であり、かつ同意の得られた者に対して調査面

接を実施した。 

 調査面接は、自殺者の家族に対して、独自に作

成された面接票に準拠し、事前にトレーニングを

受講した精神科医師と心理学や社会学を背景とす

る自殺予防の研究者などの 2人 1組の調査員によ

って半構造化面接を実施した。回答者となる遺族

は、死亡直前まで故人と同居あるいはそれに準じ

る接触があった者（選択の優先順位は、配偶者、

父母、成人した子）で、面接を通じて、その自殺

者の生前の生活歴や生活状況、自殺直前の言動等

について直接聴取された。面接票を用いた構造化

面接に加え、自由な話し合いにより故人の生前の

様子が聴取され、調査員によって適宜ライフチャ

ートが作成された。 

 調査面接を実施した自殺事例 45 例中 3 例は、

遺族の精神状態を考慮し半構造化面接を中断した

などの理由により除外した。最終的に収集された

事例 42例中、女性例は 14例であった。 

 

(3) データ分析 

 分析は、上記 14 例のライフチャートに基づき

実施した。対象とした事例を、女性のライフコー

ス別に理解するため、厚生労働省・警察庁「平成

28年中における自殺の状況」による職業区分に基

づき分類した。すなわち、自殺者の職業によって

「自営業・家族従業者」「被雇用者・勤め人」「無

職（学生・生徒等）」「無職（無職者）」「不詳」と

する分類である。「無職（無職者）」はさらに、「主

婦」「失業者」「年金・雇用保険等生活者」「その他

の無職者」の４区分に細分化される。その上で、

28年度の本研究調査で、女性の自殺と関連した要

検討課題として明らかにされた項目——「家族の精

神疾患等や自殺・自傷歴」「ACEs（adverse 

childhood experiences: 幼年期逆境体験）/トラ

ウマ/親密な他者との離別・死別等」「リプロダク

ティブ・ヘルス関連問題」——に準拠して情報を抽

出して整理し、特徴を検討した。あわせて、各分

類において地域精神保健福祉の中で事例化しそう

な 7事例を提示し、自死に至るプロセスにおける

「危険因子」や「保護因子」の複雑な相互影響と

継時的推移について具体的検討を行った。事例の

提示にあたっては、事例の本質的特徴を損なわな

い範囲で、個人の特定ができないようできるだけ

抽象化を心がけた。 

 

2. 前方視的な心理学的剖検研究 

 

(1) 対象 

 対象は、平成 29年 10月から平成 30年 2月ま

でに東京都監察医務院において検案の対象となっ

た女性の自殺既遂事例である。なお、わが国の若

年層の自殺死亡率は上昇傾向にあり、若年層の自

殺対策は喫緊の課題であると考えられたため、死

亡時年齢が 20 歳未満の自殺事例も含めた。主た

る研究対象は、家族（調査対象としての優先順位

は、父母、配偶者、子、その他、とする）が存在

する自殺事例とした。また、遺族より紹介された、

故人をよく知る関係者（他の親族、友人や職場の

同僚、関わりのあった医師・保健師等）を二次的

研究対象とした。（設定理由：女性の自殺と関連が

あるとされる家庭内葛藤や、幼少時代の逆境体験

に関する情報については、家族、特に配偶者が知

り得る情報範囲に自ずと限界があると考えられる

ため）。調査に伴う侵襲性を配慮し、遺族が 20歳

未満の未成年のみである自殺事例は除外した。 

 

(2) 調査方法 

a.  面接調査票の開発 

 調査面接の実施にあたって、面接調査票を作成

した。従来の基礎調査で使用された面接票を、質

的研究向けに、女性の自殺実態に即して改訂した。

28 年度の本研究調査で明らかにされた基礎調査

の研究デザインおよび調査票の問題点と課題に対

応した他、基礎調査で調査にあたった者の意見を

集約し反映させた。 

b.  調査面接 

 「1.既存事例の検討」と同様の方法で遺族への
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調査協力を求めるほか、遺族への調査面接時に、

二次的研究対象に対する面接調査の可否を確認し、

同意を得られた遺族に対して、調査面接担当者か

ら二次的研究対象者向けの調査面接依頼状を手渡

す。遺族から二次的研究対象者への調査面接依頼

状の配布後、「協力してよい」、または、「協力する

かどうか検討する」という回答のあった二次的研

究対象者に対して、研究者より順次コンタクトを

取り、同意の得られた者に対して調査面接を実施

する。実際の調査面接は、事前にトレーニングを

受講した精神科医師と心理学や社会学を背景とす

る自殺予防の研究者などの 2人 1組の調査員によ

って行う。面接調査では、開発された面接調査票

に準拠しつつ自殺が起こるまでの状況を継時的に

整理し、自由な聞き取りを 3-4時間程度行う。 

 

(3) データ分析 

 事例の整理に当たっては、各事例の情報として

面接調査票に記載されている全ての情報、録音記

録、その他調査員のまとめやメモを用いる。基本

分析シート作成後、分析担当者が事例情報をもと

にすべての事例についてライフチャートを作成す

る。ライフチャートは、「個人要因」、「環境要因」、

「疾病要因」の 3つの要因と対応するように、「個

人要因」、「家庭内出来事」・「家庭外出来事」、「本

人の身体・精神状態についての客観的情報」・「精

神状態の評価」の欄を作成し、さらに「保護因子」

に対応するように 「環境(サポート・受診行動)」

の欄を設けて経時的整理を行う。ライフチャート

の作成にあたっては、事例の本質的特徴を損なわ

ない範囲で、個人の特定ができないように、でき

るかぎりの抽象化を心がける。 

 

（倫理面への配慮） 

 本研究は、「人を対象とする医学系研究に関する

倫理指針」を踏まえ、国立研究開発法人 国立精神・

神経医療研究センター倫理委員会の承認を得て実

施された。 

 なお、調査実施にあたり、必要に応じて調査対

象者である自殺者の遺族に対して、継続的な遺族

ケアや各地域の相談機関・医療機関への紹介、社

会資源に関する情報提供等を行えるよう事前に体

制を整えた。 

 

 

Ｃ．研究結果 

 

1. 既存事例の検討 

 

 対象 14 事例に関する情報をまとめた結果が表

1である。事例の職業別分類は、「自営業・家族従

業者」0例、「被雇用者・勤め人」5例、「無職（学

生・生徒等）」0例、「無職（無職者）」9例、「不詳」

0 例であった。以下に、分類ごとの各群の特徴を

記述するとともに、その代表的事例について、各

事例の本質をゆがめない範囲で最大限の匿名化を

行った経過の概要を提示する。 

 

(1) 被雇用者群 

 この群に分類された 5事例には、非正規雇用者

（パートタイム）、非正規雇用者（フルタイム）、

正規雇用者が含まれており、それぞれにライフコ

ースも経済的状況も大きく異なり、したがって自

殺にいたる経緯や背景にも違いがみられた。また、

無職群 9例と比較して、リプロダクティブ・ヘル

スに関連した出来事が危険因子として自殺に強い

影響を与えていると考えられる事例が少なかった。

以下に、非正規雇用者、正規雇用者の 2区分にさ

らに分類し、特徴と事例を示す。 

 

a. 非正規雇用者 

 非正規雇用者は全 14例中 4例、20代から 40代

前半という比較的低年齢層であった。非正規雇用

者では、単身世帯か家族との同居世帯かという生

活形態の違いにより経済的状況に大きな違いが見

られた。4例中単身世帯は 1例（以下 a-1として

詳細を記述）、家族との同居世帯は 3例（以下 a-2

として詳細を記述）であった。 

 

a.-1 

 以下に事例 1で示すように、非正規雇用者かつ

単身世帯の場合は、生活困窮の問題が表に出てき

ていた。また、幼年期の身体的虐待、いじめ体験、 
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表１ 女性自殺既遂者の背景 
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親の精神疾患、両親の離婚と親との別離体験とい

った ACEsを重複して経験していた。 

 

[事例 1] 31歳、調査協力者：母親、臨床診断名：

アルコール依存、人格障害、その他の種類の精神

障害（解離性障害）、非正規雇用、未婚、子なし 

 幼少期より、経済的な困窮、身体的虐待、親の

離別、家族仲の悪さ、学校でのいじめといった、

数々の逆境を体験してきた。頭痛・腹痛やからだ

のだるさ、重さといった不定愁訴により、小・中

学校は不登校であった。高校卒業後は飲食店など

のアルバイトをするものの、不定愁訴により、い

つも長続きしなかった。 

 20代になると、家を出たいがために寮付きの性

風俗店で仕事を始める。その頃から、日常的に市

販薬や処方薬の過量服薬をするようになった。そ

の後仕事を辞め、再び実家に身を寄せ仕事はして

いなかったが、現金が必要になればその時期だけ

性風俗店で働いてしのいでいた。しかし生活は荒

れており、またこの時期から、幻聴・妄想、交代

人格の出現などの問題も出始めた。精神科に相談

はしていたが、途中からは親が代理受診して受け

取った処方薬を本人に渡すだけになり、過量服薬

の問題を悪化させるだけであった。 

 20代後半時、当時の恋人と同棲するために実家

から遠く離れた都市に引越しをするも、結婚まで

約束していた男性はまもなく蒸発。本人は、「本当

のわたしをみると、みんな逃げていく」と後に漏

らしていた。その後も親密な関係はうまくいかず、

仕事も断続的にしか続けられず、家族にも頼るこ

とができない中で、経済的に困窮し家賃を滞納す

るなど厳しい生活が数年続いていた。亡くなる 2

年前には過量服薬が重症化し、救急搬送・入院に

まで至ったほか、1 年前からはそこに多量飲酒の

問題も加わった。 

 亡くなる数ヶ月前には、風俗営業店に転職。新

しい職場で本人は頑張っていたが、やがて体調を

崩し、また仕事ができなくなると、「生保もらえな

いかな?」と親に話し、弱った様子をみせていた。

だが結局、生活保護受給を相談する機会は最期ま

でなかった。自死の当日、親への電話で「今まで

ありがとうございます」と話したあと、自宅で縊

首。残されたメモには、“自分の意志で死にます”

とあった。 

 

a.-2 

 一方で、非正規雇用者であっても家族との同居

世帯の 3例の場合は、本人以外の収入が収入源で

あったため生活困窮はなく、自死の主な背景と考

えられた出来事も、それぞれであった。そのうち、

就労に関する問題、リプロダクティブ・ヘルス関

連問題、喪失体験、アイデンティティのゆらぎ等、

複数の危険因子と保護因子の相互作用が見られた

ケースとして、以下に事例2を提示する。 

 

[事例 2] 44 歳、調査協力者：配偶者、臨床診断

名：パニック障害、非正規雇用、既婚、子なし 

 都心部の中流階級に生まれる。ごく一般的な家

庭で育つが、「昔は父親がとても怖かった、しつけ

が厳しかった」と述懐しており、感情をすぐに抑

制してしまう傾向があった。大学卒業後に就職し

た会社で後の配偶者と出会い、20代前半で結婚・

退職。専業主婦として家事はしていたが、「世間知

らずで子どもっぽく、計画性がない」という理由

で金銭の管理は夫が行っていた。結婚から数年た

っても妊娠に至らず、徐々にセックスレスになり、

子どもはいなかった。しかし、夫婦仲は良好であ

った。 

 20代後半時、夫の転職と家計の変化をきっかけ

に、正社員として就職。この頃、通勤電車で数回

パニック発作を起こす。その後、主訴や正確な時

期は明確でないものの、心療内科への定期的な通

院を開始しており、ペットを飼い始めたのも、そ

の前後であった。数年して退職した後は、美容系

の仕事の勉強を始め、しばらくすると美容系サロ

ンで働き始めた。非正規雇用とはいえ、やがて店

長まで務めるようになり、やりがいをもって働い

ていた様子であった。この数年間で本人の優先順

位はすっかり変わり、夫と一緒の行動が減り、「ペ

ットと仕事がすべて」となっていったという。 

 しかし、40代前半で可愛がっていたペットが病

気で亡くなると、「生きていても意味がない」等と

頻繁に口にするようになった。その後、10年近く

勤続したサロンがオーナーの意向により突然閉店。
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家計的にはまったく必要がなかったにもかかわら

ず、夫の「プータローだね」という言葉に反応し、

焦るように同業種の面接を受け、すぐに転職した。

新しい職場では、自分よりも年下の同僚の中で新

人扱いをされ、「むなしい」「職場で存在が消され

ている」と悩んでいる様子であった。新職場への

就職から数週間後、自宅にて縊死。 

 

b. 正規雇用者 

 正規雇用者は、全 14例中 1例のみであった。正

規雇用の場合、精神保健上の問題が起きたとして

も、有給での長期休職や産業医による介入などの

資源が利用可能であるが、以下の事例はそれらの

制度がうまく機能しない、むしろ裏目に出たケー

スと考えられる。 

 

[事例 3] 42 歳、調査協力者：いとこ、臨床診断

名：大うつ病性障害、正規雇用（休職中）、未婚、

子なし 

 長く子どもができなかった夫婦のあいだに、や

っと授かった待望の子どもとして産まれ大事に育

てられた。母親は結婚当初よりからだが弱く、う

つ病を患っており、「からだが弱い出来ない嫁は実

家に返せ」という田舎の文化のなかで母親とその

母親を守ろうとする父親は孤立していたが、本人

を含めた３人家族は身を寄せあい仲良く暮らして

いた。本人は幼少時より「しっかりしたいい子」

「できすぎた子」で、「私は母の分身だった」と後

に本人が語るように、母親に代わって父親の世話

をし、笑顔を絶やさず、愚痴や不平不満を一切言

わず、結婚もせずに家に残り家族のために生きて

いた。 

 しかし、30代後半で突如両親を相次いで亡くす

と、精神的な調子をくずし、高校卒業以来 20年近

く務めあげた会社にも出勤できなくなり、休職を

余儀なくされた。経済的には貯蓄がある上に、休

職手当を受給することが出来、困窮していなかっ

たため、生活支援などの援助関係につながる必要

もなく、そのために人と接する機会が極端に減っ

ていった。最初のうちは産業医や行政の窓口にも

相談していたが、主訴が精神疾患でも生活支援で

もなく悲嘆であるためか、適切な支援を受けるこ

とができず、日記には、「ここに行ってもだめなら、

もうだめだ」「絶望的」と記されている。その後数

年間は、「もうだめだ」と思う気持ちと、生活の再

生に向け希望を持とうとする気持ちを、両価的に

揺れ動き続けていた。 

 その後、子宮筋腫が発覚し、手術のための入院

を控えたその前日、家族で暮らしていた自宅マン

ションから飛び降りた。部屋には、入院準備のた

めの荷物が残されていた。 

 

(2) 無職群 

 この群に分類された 9 事例は、「主婦」、「失業

者」、「年金・雇用保険等生活者」、「その他の無職

者」から構成されており、主婦（5例）が最も多か

った。無職に伴う生活困窮が自死の主な背景と考

えられる事例は 1例もなかった。以下に、主婦、

失業者、年金・雇用保険等生活者、その他の無職

者の 4区分に沿って、特徴と事例を示す。 

 

a. 無職者（主婦）群 

 この群に分類された 5 事例のうち、2 例は子の

発達障害に伴う育児困難の問題に直面していた。

他には、本来は人と関わることが苦手なため在宅

勤務が可能な仕事のみをしてきたが、妊娠・出産

を視野に入れ、外で多くの人に接する必要のある

慣れない仕事へと転職し、それをきっかけに精神

的・身体的状態が悪化していったケースや、不妊

の問題で負担感を抱えていたケースなど、5 例中

4 例が、リプロダクティブ・ヘルス関連問題が抑

うつ症状の悪化や自殺リスクと関連していると考

えられるケースであった。以下に、ACEs挿話の存

在、喪失体験、結婚後の不妊の問題等の重複的影

響が顕れたと考えられる事例を示す。 

 

[事例 4] 46 歳、調査協力者：配偶者、臨床診断

名：大うつ病性障害、無職、既婚、子なし 

 裕福な家庭で育ったが、幼年期より母親がうつ

病で寝込んでいることが多く、十分なケアを受け

ることができなかった。中学生の頃まで、引っ越

しが多いため友だちができづらく、家では両親が

よくケンカをしており、どこにも居場所がなかっ

た。一方、高校・大学時代は友人たちと学生生活
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を楽しみ、卒業後はサービス業に就職。その後結

婚し優しい配偶者にも恵まれた。本人は頭がよく、

気の利いた冗談で周囲をなごませ、気づかいので

きる聡明な女性で、経済的にも一貫して中流階級

であり、一見すると問題を抱えているようにはみ

えなかった。 

 しかし実際には、学生時代にきょうだいを自殺

で亡くした頃からうつ病でクリニックに通院。服

薬で安定していたが、30代後半時、相次いで両親

を亡くした頃から、落ち込んで不安定な時期が増

え、その後亡くなるまで、その落ち込みのサイク

ルがどんどん長くなっていったという。うつ症状

の影響のためか、家事をうまく出来ないこと、ま

た結婚後子どもができないことに本人は負担感を

感じており、「迷惑をかけてごめんね」「自分は仕

事をしていない、子どももいない、人生って何だ

ろう。何を目指して生きればいいのか」と頻繁に

口にしていた。 

 亡くなる数年前には近所に引越しをするが、そ

れから落ち込みが特に長く続いた。同年、親族が

自殺で亡くなると、その頃から「何かも嫌だ、死

にたい」と口にするようになった。同時期には身

体病も患い、命には関わらないが治らない病気と

言われ落ち込んでいた。それから間もなくして、

自殺未遂。その数ヶ月後、家族の外出中に縊死に

至った。 

 

b. 無職者（失業者）群 

 この群に分類された 2事例は、いずれも障害者

の就労支援関係の事業所に登録していたケースで

あった。2 例とも、失業による生活困窮よりも、

就労支援・雇用支援の背景となった障害（統合失

調症、双極性障害）の症状あるいはそれに関連し

た生活上の問題により困難を抱えていたと考えら

れた。以下に、女性の精神障害とリプロダクティ

ブ・ヘルスの相互作用について示唆する事例を提

示する。 

 

[事例 5] 46 歳、調査協力者：配偶者、臨床診断

名：双極Ⅰ型（その他）、無職、既婚、子なし 

 幼少期に両親が離婚。父親はそれからまもなく

自死。母親は家計のために働きに出ており夜はい

つもいなかったため、姉に面倒をみてもらい、育

った。活発で勉強のできる子どもだったが、経済

的事情から希望の私立高校を受験できず、高校時

代は軽く非行に走った。高校卒業後は、接客・サ

ービス業を転々とした。本人が「人と接するのは

苦手なのに、なぜかそういうことになってしまう」

と語っていた通り、どこに行っても「姉御肌」「面

倒見のよい人」として慕われていた。一方、人の

面倒は熱心にみるが、自分のケアや家のことをす

るのは苦手であった。 

 30代前半時、うつ症状をきっかけに入院。途中

で躁転したため、双極性障害と診断された。それ

までも心療内科に長く通院していた様子ではあっ

た（詳細不明）が、急激に元気がなくなり、喋る

ことができないような状態になったのはこの時が

初めてであった。この入院の少し前に、当時交際

していた男性との子を妊娠中絶していた。入院を

きっかけに退職し、数年後、友人男性と結婚。生

活が落ち着くかに見えたが、極端なうつ状態と、

妄想・遁走・借金を伴う激しい躁転、入院へ、と

いうサイクルが、亡くなるまでの約 10 年間何度

も繰り返された。結婚後数年間は子どもをもうけ

ることも考えたが、服薬治療を理由に断念した。

配偶者に「私なんかと別れて子どもを作れば？」

と口にするなど、負担感を抱えていた様子であっ

た。しかし、就労支援関係の事業所に登録し、週

数回程度の仕事を始めた頃から数年間は安定して

いた。 

 亡くなる前年から、性的逸脱行動を伴う躁転が

数回あり、死の 2ヶ月前からはうつ状態であった。

ある時自分の躁状態時の行動を思い出して「ひど

いことをしてしまった」と急激に落ち込み、過量

服薬。入院治療後、ややうつ状態のままで、退院

することとなった。自宅療養し、「落ち着いてきた」

と思っていた矢先に、自宅にて縊首しているとこ

ろを、夫が発見するに至った。 

 

c. 無職者（年金・雇用保険等生活者）群 

d. 無職者（その他の無職者）群 

 これらの群に分類された事例は、それぞれ 1事

例のみであった。どちらの事例も複数の家族成員

と同居し、家族仲もよく、孤立や生活困窮のよう
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な問題は抱えていなかった。それぞれについて事

例を示す。 

 

[事例 6] 72歳、調査協力者：義娘、臨床診断名：

大うつ病性障害、無職、既婚（離婚）、子あり 

 小学校の頃から、母親に代わり家事やきょうだ

いの世話をしていた。父親が病弱で、母親が働き

に出ていたためであった。中学卒業後、様々な仕

事に就いたが、20代で結婚、退職。夫は家事を一

切やらない人だったが、本人は家事も出産・育児

も完璧にこなしていた。この頃から 40代まで、胃

部の異常な不快感を主訴とし、精神科に通院。不

安神経症と診断される。 

 その後、子どもがある程度成長した 40 代後半

時に、離婚に至った。離婚後は、地元で飲食店経

営をし、生計を立てていた。経営が赤字のことも

あったが、借金などの問題はなかった。この時期

に、きょうだいの 1人が自殺で亡くなっている。 

 亡くなる数年前、十数年続けた自分の店を閉め、

住み慣れた土地から遠方に引っ越した。家族を、

家事面で支えるためであった。家族から見た本人

は、周囲の人間に気を使いすぎるほど気を使う人

であったこともあり、家族関係は大変良好であっ

た。一方、引越し後まもなく、本人の体重が 10kg

以上急激に減少。その頃から、自殺念慮について

口にするようになった。その後、人間ドックで発

見された身体病で手術を受けるも、術後は安定し

ていた。しかし本人は不定愁訴や不眠をたびたび

訴えており、様々な治療薬を試すも効果はなく、

「身体が動かなくて大変」と横になる時間が日に

日に増えていった。家族が旅行に出ていた連休中

に、自室にて縊死。最期まで、家事は 1日も欠か

さず行っていた。 

 

[事例 7] 23歳、調査協力者：姉、臨床診断：大う

つ病性障害、境界性パーソナリティ障害、アルコ

ール乱用、無職、未婚、子なし 

 幼少期はおとなしく、手のかからない子どもで

あったというが、親からの身体的虐待を度々受け

ていた。小学校時代は、持病のため肥満体型にな

り、そのことで同級生から度々いじめられていた。

小学校高学年時から卒業までの間、全寮制の学校

に入寮。入寮中にリストカットが始まる。高校卒

業後は定職につかず、週 3日程度のアルバイトを

転々とし、実家暮らしをしていた。 

 亡くなる 1年ほど前から、アルバイト先の男性

との交際が始まるが、まもなくその男性が妻帯者

（子あり）であることがわかり、家族から反対さ

れていた。しばらくすると、交際男性の妻からの

嫌がらせ（本人職場への嫌がらせ電話、ネットへ

の誹謗中傷の書き込み等）が始まり、本人は退職

を余儀なくされた。その後も嫌がらせは続き、徐々

に激しくなっていった。その頃から家族に対して

幻覚症状を訴えることがあり、心療内科を受診す

ると統合失調症の診断を受けた。 

 亡くなる数ヶ月前に、交際男性の子どもを妊娠

したが中絶。この時期から自殺念慮を口にしてい

た。また同時期から、交際男性の妻からの本人に

対する SNSによる誹謗中傷がいっそう酷くなり、

急激な体重減少、自殺念慮、自傷行為が顕著にな

っていった。数ヶ月後、自室で首を吊っている状

態を別室にいた家族が発見し救急要請。搬送先の

病院で死亡確認となった。遺体には、縊首による

索状痕のほかに、リストカットおよび噛み付いた

痕があった。 

 

2. 前方視的な心理学的剖検研究 

 

a.  面接調査票の開発 

 質的研究に適しかつ女性の自殺実態を明らかに

する上で必要であると判断された項目で構成され

た面接票を開発するため、既存の基礎調査で使用

された面接票 1)を、改良した。面接調査票は、「調

査の導入部分」、「ご本人とご家族に関する情報」、

「自由な話し合いでの質問事項」、「特定の生活歴」、

「身体的健康」、「心の健康問題」、「心の健康問題

に対する援助希求」、「調査員による本人に対する

精神障害の診断」、「補足的質問事項」、「ご遺族の

サポートニーズ」、「生活出来事一覧表」、「ライフ

チャート作成用紙」のセクションから構成された。

ライフチャート作成用紙には、事例分析のための

出来事を記入するため、年(西暦年月日)、個人要

因、環境(家庭内・家庭外出来事)、身体・精神状

態(客観的情報・評価)、サポートおよび受診行動
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の項目が設けられた。 

 

b.  調査面接 

 東京都監察医務院の監察医 3名に研究協力を依

頼し、監察医が検案に立ち会った女性自殺既遂者

事例の遺族に研究への協力依頼の冊子等を配布し

た。研究期間中に協力依頼セットを配布できたの

は 10例であった。研究期間内に、「協力してよい」、

または「協力するかどうか検討する」という回答

を得られた例は 0例であった。 

 

 

Ｄ．考察 

 

1. 既存事例の検討 

 

 本研究では、心理学的剖検の手法で収集された

女性自殺既遂者事例のライフチャートに基づき、

職業区分別にわが国の女性の自殺の背景にある

「危険因子」や「保護因子」の複雑な相互影響と

継時的推移のプロセスに関する試行的検討を行っ

た。そのため、まず、(1) 全 14事例の特徴につい

て：対象とした 14事例を、女性のライフコース別

に理解するため、職業区分に基づき分類した上で

表にまとめ、前年度調査で要検討課題とされた「家

族の精神疾患等や自殺・自傷歴」、「ACEs（幼年期

逆境体験）/トラウマ/親密な他者との離別・死別

等」、「リプロダクティブ・ヘルス」の項目に準拠

し、女性の自殺に関する特徴について整理、検討

した。また、それをふまえ、(2) 事例検討:職業分

類の各群において地域精神保健福祉の中で事例化

しそうな 7事例を提示し、自死に至るプロセスに

ついて、具体的検討を行った。 

 それぞれについての考察を以下に示す。 

 

(1) 全 14事例の特徴について 

 概観してみると、本人のみならず、精神疾患の

既往（4例）や自殺既遂および未遂歴（5例）、あ

るいは発達障害（2 例）など、家族が何らかの困

難を抱えていたケースが多いことがわかる。また、

ACEs（身体的虐待、精神的虐待、性的虐待、家庭

にアルコールあるいは薬物乱用者がいた、家庭に

服役中の人がいた、家庭に慢性的なうつ病の人や、

精神病をわずらっている人、自殺の危険がある人

がいた、母親が暴力を受けていた、両親のうちど

ちらもあるいはどちらかがいなかった、身体的ネ

グレクト[学校に行かせてもらえない、食事を作ってもらえない

など]、心理的ネグレクト）の既往も多い。 

 先行研究では、自殺の家族歴が、自殺や自殺企

図のリスク因子になること 22)30)、援助希求の阻害

要因になりうること 16)、悲嘆に暮れる人の自殺の

閾値を下げること 34)、ACEsの既往はその後の自殺

関連行動のリスクと関連し、その数が増えるほど

リスクは高まることがわかっている 6)。Peffer31)が、

「自殺のリスクが高い子どもの背後には自殺のリ

スクが高い大人がいる」と指摘しているように、

本研究においても、自殺リスクが高い人だけでな

く、家族全体を包括的に支援する視点が欠かせな

いことが改めて確認されたといえよう。 

 また、困難を抱えていた家族と本人との続柄は、

家族の精神疾患の既往や自殺既遂および未遂歴に

関しては、両親、祖父母、きょうだいといった血

縁の場合が 7例、配偶者が何らかの困難を抱えて

いたケースは 1例で、その場合も親の自殺既遂歴

があった。また、本人が育児困難を訴えていた 2

事例には、その子どもに発達障害があった。 

 したがって、家族への包括的支援の中でも、ラ

イフコースの早い段階での危険因子や保護因子に

向けた「川上からのアプローチ」15)35)が重要であ

ること、かつ、育児困難事例を鑑みると、こうし

たアプローチは子のみならず親の自殺予防にとっ

ても保護的な役割を果たしうると考えられる。低

所得の妊産婦への家庭訪問 24)28)や、地域における

日頃の母子保健活動による母親への育児支援、あ

るいは学校等をベースにした問題解決および援助

希求スキル構築プログラムの提供 20)や、地域保健

活動の自殺予防の観点からの再検討 32)等により、

要支援者の早期発見、早期介入が必要である。 

 以上のように、家族関係は女性の自殺の大きな

危険因子になりうるが、その一方で、保護因子と

なることもある。先行研究では、子があること、

あるいは妊娠は、女性の自殺の保護因子であるこ

とが明らかにされている 14)23)29)。本研究の事例で

も、全 14事例のうち 10例が子なしであった。ま
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た、子あり 4例のうち 2例は子の発達障害など子

があることによるストレスが顕在化したケースで

あり、危険因子としても保護因子としてもリプロ

ダクティブ・ヘルスが女性の自殺に大きな影響を

与えていることがわかる。 

 リプロダクティブ・ヘルス関連問題としては、

他にも結婚前の妊娠中絶経験が精神疾患発症の大

きなきっかけとなっていたケース（1 例）や、自

死の 1 年以内に妊娠中絶していたケース（2 例）、

不妊や服薬のため妊娠出産を断念したケース（3

例）などがみられた。こうした、妊娠中絶経験や

不妊問題のある女性の自殺の実態については、日

本ではほとんど把握されていないものの、諸外国

では報告が散見される。それらによれば、中絶あ

るいは流産経験は、精神疾患発症のリスクや自殺、

事故、殺人といった外因死等のリスクを上昇させ

る 4)10)10)25)。また、第一子不妊治療後に子を持つに

至らなかった女性の自殺リスクは、子を持つに至

った女性の２倍であった 19)。 

 平成 29 年に再度見直しの行われた自殺総合対

策大綱でも、特定妊婦のような妊産婦への支援の

充実、妊娠・出産等に関するハラスメントの防止

などが謳われている。しかし、不妊問題や妊娠中

絶と自殺リスクの関係については、当事者の抑う

つや不安といった精神健康上の問題が明らかにな

っているにも関わらず、これまでほとんど注目さ

れてこなかった。 

 しかし、こうした問題に関わる保健医療従事者

は、女性の精神健康上のリスクとリプロダクティ

ブ・ヘルスの関連について正しく認識しておくべ

きであり、啓発活動など何らかの施策が講じられ

るべきであろう。たとえば、事例 5のような精神

疾患当事者の妊娠出産にはいまだ誤解が多く、支

援者も当事者も出産を諦めるべきであると思い込

んでいることもある。しかし、実際の臨床では、

周囲の人々の協力を得ながら出産し、子を育てる

体制を構築して出産した方が、当事者の予後にと

っても好ましいケースが決して少なくない。こう

した知識の普及とともに、今後は、介入の際のポ

イントを見極めるためにも、リプロダクティブ・

ヘルスに関連する女性の自殺の実態および予測因

子等について、より科学的な手法を用いた研究調

査の実施が必要である。 

 ただし、リプロダクティブ・ヘルス関連問題を

女性に特有なものとして強調することには、一定

の注意も必要である。たとえば、不妊問題にも男

性不妊のケースがあるように、不妊、流産、中絶、

妊娠、出産、産褥期の経過からその後の育児に至

るまで、本来ならば男性も関与する問題であるに

もかかわらず、女性のみが責任や負担を感じさせ

られる傾向が未だ強く、本研究事例で女性が感じ

させられていた負担感もそうした社会通念による

ところが大きい。そうした構図を、リプロダクテ

ィブ・ヘルス関連問題を女性独自のものとしての

み位置付けることにより被害を再生産しないよう

注意するとともに、当該分野に関する一般対象の

教育啓発によるアプローチも並行して行うなど、

工夫が必要であろう。 

 最後に、14例の調査時臨床診断のうち、従来の

基礎調査面接票の調査項目に含まれていない診断

名は、解離性障害、身体表現性障害/疼痛性障害、

パーソナリティ障害であった。今後これらは、量

的調査の質問票の改訂時に追加されるべき項目と

して検討が必要である。 

 また、調査時臨床診断において興味深かったの

は、女性本人のアルコール依存・乱用の事例が 4

例あったことである。27年度基礎調査では、男性

の場合はアルコール関連問題およびDSM-IV診断

によるアルコール依存がある割合が有意に高かっ

たのに対し、女性ではこれらの項目について事例

群と対照群でその経験割合や平均値に有意な差は

認められなかった。一方、今回の事例に着目して

みると、それぞれ、アルコール問題そのものの重

症度は低いものの、他の問題と重なることで状況

が悪化してしまったケースと考えられた。これま

での基礎調査でも、男性のアルコール関連問題と

自殺に関して積極的な啓発活動やアルコール関連

問題の治療や支援体制の強化と拡充の重要性につ

いて論じてきた 1)が、これらは女性の自殺対策の

点でも重要な着眼点であり、依存症者家族として

のみならず、当事者としての女性の経験も考慮さ

れる必要がある。 

 一方、26年度基礎調査では、女性では摂食障害

の診断がつく事例が男性に比べ有意に多く認めら
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れたが、本研究では 0例であった。理由として考

えられるのは、以前の基礎調査に比べ、本研究の

回答者における配偶者の割合が高かったため、本

人が配偶者等の家族に開示していなかった場合に

見逃された可能性である。摂食障害のような秘匿

されやすい性質の問題と自殺リスクの関連を明ら

かにするには、前向き研究調査実施の検討等が必

要である。 

 

(2)事例検討 

 事例における経時的プロセスの検討からは、特

に、生活困窮の問題と ACEsとの相互作用、就労問

題とリプロダクティブ・ヘルスおよび女性のアイ

デンティティ構築や居場所の問題、職場のメンタ

ルヘルス対策における現行制度の限界などの、女

性の自殺に関連すると思われるリスクや課題につ

いて明らかにされた。 

 まず、生活困窮の問題が見られたのは、非正規

雇用者かつ単身世帯の一例（事例 1）であった。

この事例 1では、身体的虐待を始めとする複数の

ACEsの既往がみられた。ACEsや、人生早期に起こ

りうる他の危険因子（いじめ等）は、後の自殺や

身体疾患、不定愁訴等に帰結することが知られて

いる 5)6)10)18)21)が、事例 1でも、不定愁訴により仕

事を長く続けることができず、生活困窮に陥って

いた。また、幼年期のトラウマ体験は、信頼でき

る人間との安全で安定した人間関係を構築・維持

する力の剥奪とも関係しており 12)、同時にACEsが

起きる家庭で生育したということは、頼りにする

ことのできる安定した家族関係の不在を間接的に

意味する。その結果、事例 1では、家庭内不和の

ある実家から出つつ、不安定な体調でも就業でき

る場所として寮付きの性産業が選びとられ、しか

しそこで新たに蓄積されるストレス状況への自己

治療あるいはトラウマ反応として処方薬乱用や解

離性障害などに至り、身体的・精神的健康が損な

われ、就業できる場所が限られるという悪循環に

陥っていた。さらに、生活困窮の中で、実家や配

偶者など、頼ることのできる家族もなく、しかし

積極的な援助希求を行うための情報や体力、そし

て最低限の他者への信頼というリソースを得られ

ないまま自死に至った様子が伺われた。 

 このような ACEs の関わるケースでは、前述の

ように、「川上からのアプローチ」が自殺リスクの

軽減にはまずは有効であろう。 

 一方、事例 1では、精神科に長い相談歴があり、

過量服薬の際には病院へ救急搬送されていたが、

生活保護の相談などの生活支援にはつなげられて

いなかった。また、全 14例中 13例が何らかの精

神保健医療機関に相談しており、自殺企図歴も多

く救急搬送までされていたケースも少なくないが、

最終的には自死に至っていた。事例 1のような、

本人からは支援につながりにくく、支援関係の構

築や維持が容易でないケースにおいても、適切な

介入がなされるよう、今後救急医療および精神保

健医療、関連諸機関との十分な連携や介入システ

ムの整備が急務である。 

 他方、今回の事例では、全 14事例中、正規雇用

者はわずか 1例、無職者が 9例であったにもかか

わらず、生活困窮が自殺リスクと関わると考えら

れた事例は 1例のみであった。これは、女性の場

合、本人の収入が主な収入源ではないケースが

多々あり、経済的状況は生育環境や婚姻による家

族の収入に依存しているためと考えられる。した

がって女性に関しては、非正規雇用者や無職者で

あることが即生活困窮による生きづらさ、という

図式を単純に描くことはできない。 

 しかしそれは、自死に至った女性が就労に関す

る問題を抱えていなかったことと同義ではない。 

たとえば事例 2では、自死に先立つこと 2ヶ月前

に失職後、家計的には全く必要がなかったにもか

かわらず、焦るようにすぐに再就職し、新職場は

本人にとってストレスの多い環境であったにもか

かわらず仕事を続けようとしていた。事例 4では、

本人が「自分は仕事をしていない、子どももいな

い、人生って何だろう。何を目指して生きればい

いのか」と口にし、苦悩する様子が見られた。事

例 6では、亡くなる数年前、家族の家事手伝いの

ために、十数年続けた自らの店を閉めた直後から、

自殺念慮と急激な体重減少が起きていた。他にも、

死に先立つ転職、配置換え、失業、キャリアの挫

折などによって、抑うつ状態の悪化など何らかの

影響を受ける事例が少なからず見受けられた。 

 いずれの事例でも、就労問題は経済上の問題で



- 30 - 

 

はなく、自己の有用感、効力感あるいはアイデン

ティティや居場所の確認の問題であることが伺わ

れた。 

 また、女性の場合、結婚や妊娠、出産、育児と

いった再生産労働への従事を機にした退職、逆に

出産に備えた就職や転職など、就業とリプロダク

ティブ・ヘルスとが密接に関わっているのが特徴

である。たとえば事例 4では、結婚退職後に不妊

の問題に直面するも、復職は難しく、家事以外に

何らかのやりがいや社会的な役割を持てる居場所

がなくなってしまっていた。 

 こうした事例に対する社会全体の自殺リスクを

低減するための社会的取組としては、まず女性の

継続就業を促すための仕事と家庭の両立支援や、

復職支援制度の充実等が求められよう。 

 ただし注意が必要なのは、両立支援制度があっ

たとしても、むしろ、そうした社内制度が整備さ

れればされるほど、性別役割分業が強化され、か

つ生産労働と再生産労働の両方を担うために女性

の負担が増える可能性である。その場合、そうし

た働き方に適応できない女性は「自主的に」退職

を迫られる。本研究事例でも、女性が退職や無職

に至る継時的プロセスを検討してみると、ACEsに

起因すると思われる不定愁訴や、人間関係、集団

行動への疲れやすさ（事例 1）、通勤電車でのパニ

ック発作（事例 2）、うつに伴う疲労感、倦怠感（事

例 4）、精神疾患（事例 5）等により、女性たちは

就業を試みるが、ストレスを抱え挫折していたり、

就業の継続に自信を失ったりしていた。その結果、

単身世帯の場合は生活困窮へ至り、同居世帯の場

合は、生活困窮はないが、やりがいやアイデンテ

ィティの喪失、社会からの孤立へと追い込まれる

構造に至っていた。このようなケースにおいて必

要とされるのは、おそらく、両立支援制度の整備

ではない。 

 それに対し、事例 6では、不定愁訴や子の独立

後の空の巣症候群 3)、孤独感 26)のような危険因子

がありつつも、離婚後の飲食店経営という働き方

が重要な保護因子になっていた可能性が伺われた。

この場合は、自身で小さな店を経営することで、

不安定な体調にあわせつつ、家族のような閉じら

れた濃密な人間関係における従属的位置ではなく、

地域の弱い紐帯の中で他者との接点を持ち、自ら

の裁量によって社会的役割を成し遂げることがで

きる場として、店という空間が機能していたと考

えられる。こうしたケースに必要なのは、ケアを

ただ受け入れる客体となるのではなく、社内制度

の整備により「人並み」の働きができることを目

指すことでもなく、主体的に自分だけの苦労 33)を

重ねる権利を地域の人々に支えてもらうことであ

り、そのための雇用を含めたコミュニティの創出

であろう。 

 女性の、就労からの疎外、あるいは就労および

出産、育児といった再生産労働からの同時的な疎

外によるアイデンティティや居場所の喪失等の問

題と、自殺リスクとの関連については、本事例か

らだけでは不明確なことも多い。しかし、26年度

基礎調査でも、死亡時の職業に関する比較で、男

性の 73.4％がなんらかの職に就いていたのに対

し、女性の場合は 32.1％であり、男女間で有意な

差が認められていた（p＜0.001）。これは一般人口

の就業率の男女差と比較しても大きな差である。

この点に関して、今後、更なる検討を視野に入れ

る必要があろう。 

 これまで、中高年男性の就労関連問題と自殺の

関係およびそれらへの対策については、ある程度

検討が重ねられてきた。新大綱でも、職場におけ

るメンタルヘルス対策の推進が謳われ、過労死対

策、ストレスチェック制度の導入、各種ハラスメ

ント対策などによる職場環境の改善のほか、失業

者や、経営の危機に直面する中小企業経営者に対

する相談事業等が挙げられている。女性の自殺予

防の観点でもそうした対策の拡充はもちろん重要

であり、安全衛生管理体制の整備された事業場で

「男性並み」の働き方をする女性には有効である。 

 ただしこれらの対策は、一方で、徐々に変化を

見せているとはいえいまだ大企業中心主義的、男

性中心主義的な就労の捉え方に基づいている。そ

して、本研究の事例のような就労をめぐる女性の

経験は不可視化されている。しかし、今後の自殺

対策には、「就労とジェンダー」の視点は不可欠で

あり、介入も、前述のようなそれをふまえたもの

である必要があろう。 

 また、現代における社会の流動化 2)に伴い、社
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会的な孤立を防ぐため、今後ますます雇用を含め

た新しいコミュニティの創出に関する長期的見通

しが必要とされる。将来的には雇用形態も就業の

場も多様化していくことが予想されるが、そうし

た変化に対応し、「職場における自殺予防」のあり

方にも再検討が求められるだろう。 

 

2. 前方視的な心理学的剖検研究 

 

 本調査は、研究期間内に女性自殺既遂者の遺族

より調査協力を得ることができず、実施できなか

った。従来の基礎調査と比較して、調査依頼の場

所やタイミング、調査依頼セットの内容物等に大

きな変更はなかった。従来の基礎調査の中止に伴

い、それまでの調査依頼体制が一度白紙に戻り、

29 年度より改めて小規模体制で再開されたこと

や、調査依頼の期間を十分に設けることができな

かったため、調査依頼セットの配布数が 10 部に

とどまったことが要因として考えられる。十分な

調査依頼期間の確保、調査依頼体制の再構築が今

後の課題として残された。一方、調査実施には至

らなかったものの、質的研究に適しかつ女性の自

殺実態に即した面接票が開発されたことには一定

の意義がある。 

 

 

Ｅ．結論 

  

 日本では、女性の自殺死亡率は他の高所得国に比

べ高い傾向にあるにもかかわらず、女性の自殺の

背景や特徴、予防介入のポイントや政策提言に資

する研究はほとんど実施されてこなかった。それ

に対し、本研究では、自殺事例の質的分析により、

自殺に至るまでのプロセスにおける「危険因子」

と「保護因子」の複雑な相互作用に関する検討が

実施された。 

 事例は、地域精神保健福祉の中で事例化しそう

なものを取り上げた。これらの結果を単純に一般

化することはもちろん難しく、限界も多い。しか

し、今後の女性の自殺対策の取組を検討するため

の基礎資料として、一定の価値があると考えられ

る。 

 一方、前方視的な新たな心理学的剖検研究につ

いては、研究期間内に女性自殺既遂者の遺族より

調査協力を得ることができなかった。 

 今後は、(1)より詳細な質的調査により、女性の

自死に至る経緯におけるマクロな定量的分析では

明らかにし難い側面について検討され明示される

こと、(2)自殺事例の臨床類型と関連要因ならびに

介入ポイントの特定や今後の政策展開に活かすた

めの情報収集を目的とした量的調査を実施する際

に使用する質問票の改訂、(3)自殺者の精神保健

的・心理社会的背景や特徴に応じた自死遺族支援

のあり方について検討することが期待される。 

 

Ｆ．健康危険情報 

なし 

 

Ｇ．研究発表 

１．論文発表 

Kodaka M, Matsumoto T, Takai M, Yamauchi T, 

Kawamoto S, Kikuchi M, Tachimori H, 

Katsumata Y, Shirakawa N, Takeshima T, 

Exploring suicide risk factors among 

Japanese individuals: The largest case-

control psychological autopsy study in 

Japan, Asian Journal of Psychiatry, 

Elsevier, 27, pp123-126, 2017 

Manami Kodaka, Toshihiko Matsumoto, Takashi 

Yamauchi, Michiko Takai, Norihito 

Shirakawa, Tadashi Takeshima, ： Female 

suicides: Psychosocial and psychiatric 

characteristics identified by a 

psychological autopsy study in Japan．

Psychiatry and Clinical Neurosciences 71：

271-279，2017． 

Fujimori M, Hikiji W, Tanifuji T, Suzuki H, 

Takeshima T, Matsumoto T, Yamauchi T, 

Kawano K, Fukunaga T: Characteristics of 

cancer patients who died by suicide in the 

Tokyo metropolitan area. Japanese journal 

of clinical oncology 47 (5): 458-462, 2017. 

Manami Kodaka, Emi Hikitsuchi, Michiko Takai, 

Sumie Okada, Yasue Watanabe, Kiyoko 
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Fukushima, Mitsuhiko Yamada, Masatoshi 

Inagaki,Tadashi Takeshima & Toshihiko 

Matsumoto：Current Implementation of and 

Opinions and Concerns Regarding Suicide 

Education for Social Work Undergraduate 

Students in Japan: A Cross- Sectional Study．

Journal of Social Work Education 53(4)：1-

15，2017. 

松本俊彦：思春期の問題行動～自傷行為の理解と

援助～．日本女性医学学会雑誌 24(2)：189-193，

2017． 

松本俊彦：ライフコースと自傷．日本社会精神医

学会雑誌 26(2)：134-141，2017． 

松本俊彦：リストカットなどの反復性自傷-思春期

の嗜癖行動．児童心理 2017年 10月号臨時増刊

1048，112-1 

松本俊彦：12 トラウマと自傷・自殺．情動学シリ

ーズ 8 情動とトラウマ．奥山紀子，三村 將 

編：朝倉書店，東京，pp164-177，2017． 

松本俊彦：column12 自傷する子どもの支援のた

めに．事例解説 子どもをめぐる問題の基本と

実務．第二東京弁護士会 子どもの権利に関す

る委員会 編：青林書院，東京，pp273-274，2017． 

松本俊彦：薬物依存．1336専門家による 私の治

療 2017-2018年度版 監修：猿田享男 北村惣一

郎，日本医事新報社，東京，pp1646-1648，2017. 

松本俊彦：講義 05 アディクション（依存症）．こ

ころの医学入門 医療・保健・福祉・心理専門職

をめざす人のために，中央法規，東京，pp51-61，

2017. 

松本俊彦：講義 09 トラウマとこころの臨床．こ

ころの医学入門 医療・保健・福祉・心理専門職

をめざす人のために，中央法規，東京，pp96-105，

2017.19，2017. 

 

２．学会発表 

Kodaka M, Matsumoto T, Takai M, Yamauchi T, 

Kawamoto S, Kikuchi M, Tachimori H, 

Katsumata Y, Shirakawa N, Takeshima T, 

"Suicide risk among individuals who 

verbally express their own death: A case‒

control psychological autopsy study in 

Japan", The 29th World Congress of the 

International Association for Suicide 

Prevention, Sarawak, Malaysia, July, 2017. 

 

Ｈ．知的財産権の出・登録状況(予定を含む。) 
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平成 29年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業） 

「外因死の背景要因とその遺族への心のケアに関する研究」 

分担研究報告書 

自殺・不慮の事故等の要因分析と遺族支援における監察医務院の役割の提言 

 

研究分担者 福永 龍繁 （東京都監察医務院） 

研究協力者 鈴木 秀人 （東京都監察医務院） 

      引地和歌子 （東京都監察医務院） 

 木村 聡子 （東京都監察医務院） 

      谷藤 隆信 （東京都監察医務院） 

      阿部 伸幸 （東京都監察医務院） 

      柴田 幹良 （東京都監察医務院） 

 

研究要旨： 東京都監察医務院において取り扱う全ての異状死について，検案記録を活用し，外

因死の背景要因の解析を行い，問題となる課題を抽出した．平成２８年度においては，精神保健

に関する要因に焦点を当て，課題整理を行った．平成 29年度には，東京都監察医務院の検案記録

を調査し，外因死の内訳とその問題点の抽出と解析を行った．平成 27年に東京都 23区内で発生

したすべての異状死 13,425件のうち，病死以外の外因死及び不詳の死は 4,252件であり，当院以

外で司法解剖等に付された例を除くと，その内訳は災害死 1,079件，自殺 1,638件，その他 1,131

件であった．これらのうち，最も政策提言に有効な内容を抽出し，(1) 薬毒物による自殺，不慮

の事故死，(2) 妊産褥婦死亡，(3) 若年者の自殺，(4) 異状死として取り扱われた生活困窮者の死

因，(4) 防ぐことのできる死亡（熱中症，浴槽内死亡等）について，調査結果を監察医務院ホー

ムページにその一部を公開した．さらに，遺族等の支援への連携として，検案・解剖後に行った

遺族面談の内容に関する詳細な調査を行い，遺族の持つ心情について，怒り，不信感などの感情

の変化について解析した． 

 

Ａ．研究目的 

東京都 23 区における全ての異状死と取り

扱う監察医務院の検案結果に基づき外因死の

検案結果に基づき，その背景を解析すること

により，精神保健的・社会的要因を明らかに

し，もって防ぐことのできる死亡を防ぐ対策

につなげ，遺族等の支援に貢献することを目

的とする． 

 

Ｂ．研究方法 

東京都監察医務院の検案調書のなかで特に

外因死について調査を行った．外因死には，

不慮の中毒，窒息，溺水，交通事故等の外因

死，自殺，他殺，そのいずれにも分類できな

いその他及び不詳の死が含まれる．昨年度は，

その中から外因に関連し，かつ早急に精神保

健的遺族支援に必要な課題の抽出を行った。

今年度はこれに基づき、検案記録を調査し，

外因死の内訳とその問題点の抽出と解析を行

った． 

 

（倫理面への配慮） 

 本研究は，個人の特定のできないように配

慮して遂行することにより，東京都監察医務

院倫理委員会の承認を得た． 

 

Ｃ．D．研究結果 

平成 27 年に東京都監察医務院において取

り扱った東京都 23 区内で発生したすべての

異状死 13,425件のうち，病死以外の外因死及

び不詳の死は 4,252 件であり，当院以外で司

法解剖等に付された例を除くと，その内訳は
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災害死 1,079件，自殺 1,638件，その他 1,131

件であった．これらのうち，最も政策提言に

有効な内容を抽出し，(1) 薬毒物による自殺，

不慮の事故死，(2) 妊産褥婦死亡，(3) 若年者

の自殺，(4) 異状死として取り扱われた生活

困窮者の死因，(4) 防ぐことのできる死亡（熱

中症，浴槽内死亡等）について，調査結果を

監察医務院ホームページにその一部を公開

（ http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kan

satsu/index.html）すると共に学術発表を行っ

た．さらに，遺族等の支援への連携として，

検案・解剖後に行った遺族面談の内容に関す

る詳細な調査を行い，遺族の持つ心情につい

て，怒り，不信感などの感情の変化について

解析した． 

Ｅ．結論 

異状死として取り扱われ，監察医務院の検

案対象となる事例には，その実態から背景を

詳細に調査することにより，防ぐことのでき

る死亡が多く含まれる．得られた成果を広く

社会に還元し，予防医学，公衆衛生の向上に

貢献することが重要である． 

 

Ｆ．健康危険情報 

特になし． 

 

Ｇ．研究発表 

１．論文発表 
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cancer patients who died by suicide in the Tokyo 
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May 1; 47(5): 458-462.   

(3) Kubo SI, Waters B, Hara K, Fukunaga 
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substances in forensic autopsy cases and a 

review of fatal cases in the literature.  Leg Med 

(Tokyo).  2017 May; 26: 79-85.   
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Nishitani Y.  Postmortem computed 
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practice.  Forensic Sci Int. 2017 Dec 2; 282: 

195-203.   
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福永龍繁．東京都 23区における入浴関連死の

調査．厚生の指標 2017 Jan; 64(1): 1-6. 

２．学会発表 

 (1) 福永龍繁．監察医務院からみたアル

コール・薬物問題．（教育講演 3） 平成 29

年度アルコール・薬物依存関連学会，第 52

回アルコール・アディクション医学会学術総

会．2017.9.-8，横浜市．要旨：日本アルコー

ル・薬物医学会雑誌 2017 Aug; 52(4): 92.   

(2) 引地和歌子．妊産褥婦の自殺の実態．

シンポジウム 1「子育て女性のメンタルヘル

スを守れ！」第 58回日本母性衛生学会・学術

集会 2017.10.6，神戸市． 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況(予定を含む。) 

１．特許取得 

  なし． 

２．実用新案登録 

  なし 

３．その他 

  なし 
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厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業（精神障害分野）） 

研究協力報告書 

 

監察医務院に訪れる遺族の状況とニーズに関する 

調査研究 

 

研究分担者  川野健治 立命館大学 総合心理学部 教授 

研究分担者 福永龍繁 東京都監察医務院 院長 

協力研究者 川島大輔 中京大学 心理学部 准教授 
 

研究要旨：目的：東京都監察医務院の面接記録から作成された二次資料を解析することで，面談

に訪れる遺族のニーズと背景要因との関連について探索的に検討する。これにより，遺族支援に

資する基礎資料を得ることを目的とする。方法：2016 年 1 月 19 日から 2017 年 7 月 22 日の期間

に来院した遺族との面談記録 87 件のデータをもとに個人情報を削除したデータファイルを作成

し，その内容についてカテゴリー化を実施した。得られたデータの記述統計量を算出した上で，

デモグラフィック変数との関連についても検討した。結果：外因死の遺族と外因死以外の死因に

よる遺族の間で大きな違いは認められなかった。また遺族の特徴として，死因や用語の説明を求

めることが多い一方で，最期の様子について尋ねることは多くないことが示唆された。その死が

避けられたどうかが話題になったのは全体の 1/4 であった。8 割の遺族は自分自身を責めてはい

なかったが，他者への怒りや不信，不満があった遺族は 1/4 にのぼった。この他，死別直後では

様々な遺族が来院するが，死別からの一定期間が経過して来院する遺族には原因をいまだ捜し求

めていたり，その死に対する他者への怒りや不信等を抱えている遺族が多い可能性が示唆された。

まとめ：本研究を通じて明らかとなった遺族のニーズと状況を踏まえた，支援方策の検討が必要

である。 

 
研究協力者氏名・所属研究期間名及び所属研

究機関における職名 

 

坂口幸弘 関西学院大学 人間福祉学部 教

授 

 

 

Ａ．研究目的 

平成 28年度人口動態統計によれば，日本の

死因順位のうち 2つ（第 6位の不慮の事故，第

8位の自殺）は外因死であり，それらの外因死

は全死亡者数のうち 4.5%を占めている。こう

した外因死に関する研究はもっぱら交通事故や

自殺といった特定の死因に限定して予防対策や

それに資する研究が行われ，一定の成果を上げ

てきた。またそうした外因死により死別を経験

した遺族支援についても，例えば犯罪や自死な

どの遺族支援に資する研究も蓄積され，その成

果はわが国の政策，例えばガイドライン等の作
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成などに反映されてきた。しかしそこでの問題

は，特定の死因に分類されない不審死の遺族の

ニーズは掬いえないということである。また研

究上も病死あるいは自死や事故などの特定の死

因に焦点化した遺族調査が実施されてきてお

り，回答者の偏りが小さくない（e.g., 

Stroebe, Schut,  & Stroebe, 2007）。 

この問題を克服するため，本研究では，東京

都 23区におけるすべての異常死の検死を行っ

ている東京都監察医務院が死体検案を行ったケ

ースのうち，遺族が面談に訪れた事例に着目し

た調査研究を実施する。具体的には東京都監察

医務院の面接記録から作成された二次資料を解

析することで，面談に訪れる遺族のニーズと背

景要因との関連について探索的に検討する。こ

れにより，遺族支援に資する基礎資料を得るこ

とを目的とする。 

 

Ｂ．研究方法 

１）調査対象及び手続 

東京都監察医務院が検案を実施した死亡者の

うち，2016年 1月 19日から 2017年 7月 22日

の期間に面談した遺族との面談記録 87件のデ

ータをもとに，本研究分担者である福永が個人

情報を削除したデータファイル（二次データ）

を作成した（記録には一部電話対応が含まれる

が、監察医務院での呼称通り、以後も面談記録

と記載する）。面談記録に不明な点がある場合

は，死体検案書も適宜確認した。その上で二次

データファイルを研究者間で共有し，カテゴリ

ーに基づくコーディングを実施した。具体的に

は以下の通りである。 

まず二次データファイルの作成にあたって，

死因や故人の年齢や性別，面談内容，面談方法

などが記載されたデータファイル案を福永分担

者が作成した。その内容について，研究班会議

を開催し，以下の分類カテゴリーを作成した。 

 

 

1. 面談内容 

(1) 遺族が聞きたかったこと 

① 原因 

② 用語説明 

③ 最期の様子 

(2) 聞きたかった理由 

① 保険金・労災・裁判に係る理

由 

② 個人的理由 

(3) その死が避けられたかどうか話題

になったかどうか 

2. 遺族の様子 

(1) 自責感情 

(2) 他者への怒り，不信，不満 

(3) 納得 

 

まず「1.面談内容」について，（1）「遺族の

聞きたかったこと」として，①原因（例えば，

死因は何か。自殺の動機は何かなど），②用語

説明（例えば，心タンポナーデとは何かな

ど），③最期の様子（例えば，最期に苦しんだ

かどうかなど）の 3つを構成し，それぞれにつ

いて面談記録に該当する記述があるかどうか，

それぞれ「該当あり」，「該当なし」，「判断でき

ない」のいずれかで選択するよう求めた。 

また（2）「聞きたかった理由」については，

①保険金・労災・裁判に係る理由と②個人的理

由について選択肢を設けた。前者では「保険金

のため」，「労災・裁判のため」，「該当なし」の
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いずれかを選択する。個人的理由については，

「自分の気持ちの整理のため」，「該当なし」の

いずれかを選択する。 

さらに(3)「その死が避けられたかどうか話

題になったかどうか」についても，「話題にな

った」，「話題にならなかった」のいずれかの選

択を求めた。 

「2.遺族の様子」について，(1)「自責感

情」については，「自分を責めていた」，「責め

ていなかった」，「判断できない」のいずれかの

選択を求めた。また(2)「他者への怒り，不

信，不満」については，「あった」，「なかっ

た」，「判断できない」のいずれかの選択を求め

た。そして(3)「納得」については，面談了時

に「納得していた」，「納得していなかった」，

「判断できない」のいずれかの選択を求めた。

これらのカテゴリーについて，福永分担者が再

度面談記録に当たってコーディングを行い，最

終的な二次データファイルを作成した。 

なお二次データファイルにはこのほか，背景

変数として，担当監察医，面談日，死者生年月

日，性別，年齢，検案番号，剖検番号，死亡年

月日，検案年月日，死因，死種，面談者，面談

方法についての情報も含まれていた。 

 

４）分析手続き 

 カテゴリーについてまずはその記述統計量を

算出した。その上で，デモグラフィック変数と

の関連についても探索的に検討した。具体的に

は，分析には SPSS Statistics Ver.22を使用

した。 

 変数間の関連を検討するため，カテゴリー変

数についてはクロス集計表に対するφ係数及び

クラメールの連関係数（V）を算出した。分析

に際して，「判断できない」については欠損値

として扱った。 

 

（倫理面への配慮） 

本調査は立命館大学倫理審査委員会の承認

（承認番号？？？？）を得て，実施した。また

既述の通り，死体検案書及び面談記録の原票に

アクセスできるのは福永分担者のみとし，他の

研究者は個人情報等の加工された二次データの

みを利用することでプライバシーの保護に努め

た。 

 

Ｃ．研究結果 

1. デモグラフィック変数の記述統計量 

はじめにデモグラフィック変数の記述統計量

であるが，87名のうち 6名が再面談あった。

故人の性別は男性 60名，女性 27名であった。

故人の年齢は 10 歳未満が 6名，10歳代が 1

名，20歳代が 6 名，30歳代が 12名，40歳代

が 14名，50歳代が 5名，60歳代が 23名，70

歳以上が 20名であった（平均年齢 51.77歳, 

SD = 23.15, range 0〜94）。 

死亡日から面談までの平均日数は 294.71 日

(SD = 1273.57, range 5〜11950)であった。た

だし 1件のみ約 33年前と，他と大きく外れた

値を示したため，以降ではこの 1件を除外して

分析を行った（平均日数 = 159.19， SD = 

208.26, range 5〜1131）。年忌法要に照らして

カテゴリー化を行ったところ，四十九日以内が

15名，百日以内が 38名，一年以内が 24名，

一年を超えるものが 10名であった。 

死因について，外因死に該当するもの（例え

ば，多発性外傷，縊死，覚せい剤中毒，溺死な

ど）が 33件（37.9%），外因死以外の死因によ
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るもの（例えば，虚血性心疾患や肺炎など）が

54件（62.1%）であった。 

各面談における被面談者数については，1名

が 61件，2名が 22件，3名以上が 4件であっ

た（平均 1.35名，SD=0.61）。 

被面談者の続柄については，配偶者 33名，

親 24名，子 29名，きょうだい 7名，親戚 5

名，弁護士 5名，その他(友人)3名，弁護士の

み 1件であった。親等の最も小さい被面談者に

着目した再カテゴリー化を行なったところ，0

親等は 33名，1親等は 45名，2親等以上は 8

名であった。なお弁護士のみが来院していた 1

件は，以降の分析から除外した。 

面談方法は，対面 76 件(87.36%)，電話 11件

(12.64%) であった。 

 

2. 遺族面談内容についての記述統計量 

遺族面談内容についての各カテゴリーについ

て記述統計量を算出した。まず「1.面談内容」

についてである。（1）「遺族の聞きたかったこ

と」として，①原因（例えば，死因は何か。自

殺の動機は何かなど）については，該当ありが

80名（92.0%），該当なしが 7名（8.0%）であ

った。②用語説明（例えば，心タンポナーデと

は何かなど）については，該当ありが 73名

（83.9%），該当なしが 14名（16.1%）であっ

た。③最期の様子（例えば，最期に苦しんだか

どうかなど）については，該当ありが 16名

（18.4%），該当なしが 69名（79.3%），判断で

きないが 2名（2.3%）であった（図 1）。 

 

 

図 1. 遺族が聞きたかったこと（%） 

 

また（2）「聞きたかった理由」については，

まず①保険金・労災・裁判に係る理由について

は，保険金のためが 8名（9.2%），労災・裁判

のためが 14名（16.1%），そして該当なしが 65

名（74.7%）であった。 

②個人的理由については，自分の気持ちの整

理のためが 44名（50.6%），該当なしが 43名

（49.4%）であった。 

さらに(3)「その死が避けられたかどうか話

題になったかどうか」について，話題になった

のが 22名（25.3%），話題にならなかったのが

65名（74.7%）であった。 

「2.遺族の様子」について，(1)「自責感

情」については，自分を責めていたのが 10名

（11.5%），責めていなかったのが 70名

（80.5%），判断できないのが 7名（8.0%）であ

った。また(2)「他者への怒り，不信，不満」

については，あったのが 22名（25.3%），なか

ったのが 65名（74.7%）であった。そして(3)

「納得」については，面談了時に納得していた

のが 63名（72.4%），納得していなかったのが

9名（10.3%），そして判断できないのが 15名

（17.2%）であった。 

なお期間中に再面談した 6名（平均間隔は

15.17日）の傾向についても検討したところ，

初回で納得していた割合（33.33%）が 2度目で
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上昇（83.33%）していたことがわかった。 

 

3. 遺族面談内容と関連要因についての検討 

加えて，デモグラフィック変数とカテゴリー

の関連について探索的に検討したところ，次の

ような結果が得られた。 

まず故人の死が外因死の遺族は，外因死以外

の遺族よりも面談に訪れるまでの期間が短かっ

た（V = 43, p < .01）。外因死以外の遺族の方

が用語の説明を求めていた（φ = -.31, p 

< .01）。 

また死亡日から面談までの経過日数が長いほ

ど，原因を聞きたいと思い（V = .34, p 

< .05），用語説明を求め（V = .38, p 

< .01），労災・裁判のためであり（V = .54, p 

< .001），他者への怒り，不満，不信があった

（V = .37, p < .01）。 

故人の年齢との関わりについては，故人の年

齢が低いほど気持ちの整理をしようとする（V 

= .37, p < .01）傾向が顕著であった。 

故人との続柄との関係について，保険金に関

する理由の有無との間に有意な連関が認められ

（V = .32, p < .05），とくに保険金のためと

いう理由は配偶者に多く，1親等（親・子）で

は少なかった。また労災・裁判に関する理由の

有無との間でも有意な連関が認められ（V 

= .37, p = .01），とくに労災・裁判のためと

いう理由は 3親等（甥・姪）に多かった。 

さらに「用語説明」を求めることと「気持ち

の整理」という理由に関連が認められた（φ 

= .25, p < .05）。加えて，「避けられたかどう

か」を話題にする人ほど，面談人数が多く（U 

= 515.5, p < .05），自責感情があり（φ 

= .50, p < .001），また他者への怒り，不信，

不満が強い（φ = .24, p < .05）ことが確認

された。 

 

Ｄ．考察 

 結果から，被面談者のうち，故人の死が外因死で

あった遺族は 4 割に満たないことが明らかになっ

た。また本調査の対象者においては，外因死遺族の

方がより早く面談に訪れていた。他方で，用語説明

は外因死以外の遺族の方が多く求めていた。しか

し外因死の遺族と外因死以外の死因による遺族の

間で大きな違いは認められず，外因死遺族特有の

ニーズや状況というものはうかがえなかった。本

調査で検討したカテゴリーについて，たとえば原

因を知ること，その死に関わる用語について理解

すること，そして故人の最期の様子を知ることは，

いずれも亡くなったことに対する意味了解（sense 

making）という行為であると位置付けられる

（Neimeyer, 2001）。これまでの多くの研究では，

暴力や交通事故，自殺などによるトラウマティッ

クな死別を経験した遺族は，こうした意味了解の

行動が顕著であることが指摘されてきたが（川島, 

2008），本研究では外因死とそれ以外の死因の間で

明確な差異はあまり認められず，用語の説明に至

っては外因死以外の遺族の方が求めていたなど先

行研究の知見とは一致しなかった。こうした結果

となった理由としては，サンプルの特性や，各カテ

ゴリーを有無で得点化したことの限界などが考え

られるが，今後さらに調査分析を進めることが必

要である。 

 ついで，本調査データの特徴から，死因や用語の

説明を求めることが多い一方で，最期の様子につ

いて尋ねることはそれほど多くないことが示唆さ

れた。また聞きたかった理由について，気持ちの整

理によるものは，全体の半数ほどあった。他方で，

保険金や労災・裁判によるものはあわせても全体

の 1/4 にとどまった。また，その死が避けられた
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どうかが話題になったのは全体の 1/4であった。 

 遺族の状況については，8割の遺族は自分自身を

責めてはいなかったが，他者への怒りや不信，不満

があった遺族は 1/4 にのぼった。納得していた面

談者は全体の 7 割以上と高かったが，納得してい

ないものも 1割程度存在していた。 

 デモグラフィック変数との関連を検討した結果

から，また原因探求や用語説明を求めたり，最期

の様子を知りたいと思うほど，死別からの経過

日数が長かった。また他者に対する怒りや不信

等を口にし，労災や裁判を通して故人の死の責

任を問おうとする人ほど，亡くなってから面談

日までの経過日数が長いことも見られた。これ

らの因果関係は不明であるが，たとえば死別直

後では様々な遺族が面談を求めるが，死別から

の一定期間が経過して面談を希望する遺族には

原因をいまだ捜し求めていたり，その死に対す

る他者への怒りや不信等を抱えている遺族が多

い可能性が考えられる。また本研究では十分な

検討ができなかったが，再面談を希望する遺族

も一定数いたことから，亡くなった原因やその

死について理解しようとする遺族や，故人の死

に対する他者の責任を追及する遺族が一定期間

において複数回面談を求めている可能性も考え

られるだろう。今後，分析範囲をさらに拡大す

ることでこうした点についても検討していくこ

とが必要である。 

 また故人の年齢が低いほど，遺族は気持ちの

整理をしようとしていた。さらに「避けられた

かどうか」を話題にする人ほど，自責感情や他

者への怒り，不信，不満が強いことも確認され

た。このほか，故人との続柄によって面談を望

む理由が異なる可能性も示唆された。今後はさ

らにデータを拡張させた上で，これらのより複

雑な関係性についても詳細に検討していくこと

が必要である。 

 最後に本調査の限界である。平成 28 年度の東

京都監察医務院での検案総数は 12,780 件であ

る（東京都監察医務院, n.d.）。本調査データが

対象にしたのは平成 28年 1月から翌年の 7月ま

での面談記録であるが，その総数は 87件であり，

全体の検案数からすれば非常に小さい。また分

析対象となったデータは，面談を担当した医師

によって記録されたものであり，かつカテゴリ

カルな情報に限定されていた。このため実際に

遺族が何を求めているかの具体的内容について

は十分検討できていない。こうした限界がある

ため，結果の解釈は慎重に行うべきであろう。

他方で，東京都監察医務院のように東京都 23区

内すべての不自然死の検案を行う機関は他には

なく，また遺族とのすべての面談記録が残され

ていること自体が珍しいことから，本研究は複

数の限界があるものの一定の価値があるといえ

る。 

 

Ｅ．結論 

本研究を通じて，監察医務院に訪れる遺族の

状況とニーズを踏まえた，支援方策を検討する

ことが必要である。 

 

Ｆ．健康危険情報 なし 

 

Ｇ．研究発表 

１．論文発表 なし 

２．学会発表 なし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 
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２．実用新案登録 

 なし 
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